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※「 空家等」 「 空家」 「 空き 家」 の表記について 

空家等対策の推進に関する 特別措置法に関する 内容は「 空家等」 と 表記し 、

住宅・ 土地統計調査、 空き 家バン ク 、 国の施策等の出典において「 空き 家」 を

使用さ れているも のは「 空き 家」 、 その他は「 空家」 と 表記し ています。  
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －１ ． 背景                                 

近年、 地域における人口及び世帯数の減少や既存住宅・ 建築物の老朽化等に伴い、 使用さ

れていない住宅・ 建築物が全国的に年々増加し てき ています。  

国は、 こ の空家問題の抜本的な解決策と し て、 平成2 7 年５ 月に「 空家等対策の推進に関す

る 特別措置法」 （ 以下、 「 法」 と いう 。 ） を 施行し 、 国・ 都道府県・ 市町村が連携し て空家

等対策を 総合的かつ計画的に推進するこ と と し まし た。   

本町においても 、 令和４ 年２ 月に空家等対策計画を 策定し 、 空家等対策の方向性を 明確化

する と と も に、 県・ 県内市町村及び関係団体が一丸と なっ て空家等の対策を 総合的に推進す

る ための対策を 実施し てき まし たが、 計画期間である 5 年が経過する こ と から こ れまでの取

組の見直し を 図り ます。  

令和5 年住宅・ 土地統計調査の結果によ る と 、 本町の全戸数に対する 空き 家率は住宅需要

等により 減少し ているも のの、 全国の空き 家率は過去最高を更新し ています。  

国においても 、 全国の情勢を 踏まえて、 令和5 年1 2 月に、 法の一部を 改正する法律が施行

さ れ、 空家等の所有者又は管理者の責務の強化に加え、 周囲に悪影響を 及ぼす前の有効活用

や適切な管理を 促す措置などが盛り 込まれたこ と から 、 それら の改正内容も 踏まえ、 空き 家

への対策を よ り 計画的に進める こ と を 目的と し 、 「 第2 次大津町空家等対策計画（ 以下、

「 本計画」 と いう 。 ） 」 を 策定し ます。  

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －２ ． 計画の位置づけ                            

本計画は、 法第７ 条の規定に基づき 、 国が定める基本指針に即し て定めた、 本町の空家

等対策の基礎と なるも のです。 空家対策を 効果的かつ効率的に推進する ために、 本町の地

域の実情に合わせた 対策を 総合的かつ計画的に実施するこ と を目的と し ていま す。  

なお、 計画の推進にあ たっ て は、 上位計画で あ る 「 大津町振興総合計画」 や「 大津町

まち ・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略」 、 「 大津町都市計画マス タ ープ ラ ン 」 等と の整合性を

図るも のと し ます。  

【 計画の位置づけ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 章  空家等対策計画の趣旨 

 

 
大 津 町 空 家 等 対 策 計 画

空家等対策の推進に関する特別措置法
（ 平成26年法律第127号）

大津町振興総合計画

大津町まち･ひと ･し ごと 創生総合戦略

大津町都市計画マスタ ープラ ン

・ 空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に
実施する ための基本的な指針

・ 管理不全空家等及び特定空家等に対する 措置
に関する 適切な実施を図るために必要な指針

（ ｶﾞ ｲﾄﾞ ﾗｲﾝ）
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －３ ． 対象地区                               

本計画の対象地区は大津町内全域と し ま す。  

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －４ ． 対象と する空家等の種類                        

本計画の対象と する 空家等の種類は、 法第２ 条第１ 項に規定さ れた 「 空家等」 のう ち、

一戸建ての住宅及び併用住宅及び同条第２ 項に規定さ れた「 特定空家等」 と し 、 活用促進

の観点から そ の跡地（ 空地） についても 対象と し ます。  
 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（ 抜粋）  

 

（ 定義）  

第二条 こ の法律において「 空家等」 と は、 建築物又はこ れに附属する工作物であ 

っ て居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態であるも の及びその敷地（ 立 

木その他の土地に定着する物を含む。 ） を いう 。 ただし 、 国又は地方公共団体が 

所有し 、 又は管理する も のを 除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのまま放置すれば倒壊等著し く 保安 

上危険と なるおそれのある状態又は著し く 衛生上有害と なるおそれのある状態、  

適切な管理が行われていないこ と により 著し く 景観を 損なっ ている状態その他周 

辺の生活環境の保全を 図るために放置するこ と が不適切である状態にあると 認め 

ら れる空家等を いう 。  

 

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －５ ． 計画期間                               

本計画の計画期間は、 令和８ 年度(2 0 2 ６ 年度)から 令和１ ２ 年度(2 0 ３ ０ 年度)ま で と

し 、 国の空家等対策の動向や社会情勢等の変化を踏まえ、 必要に応じ て 見直し を 行います。  

（ 緑矢印は予定）  

 

 計画期間 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

大津町振興総合計画 
H30～

H37( R7)  

          

大津町まち・ ひと ・  
し ごと 創生総合戦略 

H27～R7 
          

大津町都市計画 
マスタ ープラ ン 

H31～

R22 

          

大津町空家等対策計画 R3～R7 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
２ －１ ． 空家等の現状                             

Ⅰ． 人口等の推移及び将来推計 

① 将来人口 

本町の人口は、 令和2 年(2 0 2 0 年)住民基本台帳では3 5 ,3 7 7 人と なっ ており 、 平成1 7

年(2 0 0 5 年)の住民基本台帳による人口と 比較すると 約1 .2 0 倍に増加し ています。  

また、 町が独自に推計し た将来推計人口では、 本町の総人口は2 0 4 5  年に約4 1 ,3 6 5  人

ま で 増加する 見込みと な っ ていま す。 年齢別の人口推移を みる と 、 5 0  歳以上の年代で

は、 男女と も に5 0  代・ 7 0 代・ 8 0  代において2 0 2 0  年から 2 0 3 0  年に大幅増加の見込み

と なっ ており 、 2 0 3 0  年から 2 0 4 0  年にかけては6 0  代・ 8 0  代・ 9 0  代で大き く 増加す

る こ と から 、 より 高齢化の進展が加速すると 推察さ れます。  

 

 

出典： 住民基本台帳（ 2 0 0 5 年～2 0 2 0 年） 、 将来推計人口（ 2 0 2 5 ～2 0 5 0 年）  

 

 

② 世帯数、 世帯人員の推移 

本町の世帯数は、 2 0 2 0 年現在で1 4 ,9 3 4 世帯であり 、 2 0 0 5 年と 比較すると 約1 .5 1 倍

の増加と なっ ています。 一方で、 ひと つの世帯あたり の人数は減少傾向にあり 、 2 0 0 5 年

では2 .9 0 人でし たが、 2 0 2 0 年現在では2 .3 7 人と なっ ています。  

第２章  空家等の現状と課題 

実績値 推計値 
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出典： 住民基本台帳 

 

 

③ 北部・ 中部・ 南部別の世帯数、 人口の推移 

2 0 2 0 年現在の本町の世帯数を 地域別にみる と 、 最も 多いのは町中部の1 0 ,2 4 7 戸で、

次いで町北部が2 ,2 9 3 戸、 町南部が1 ,9 7 7 戸と 続いています。  

また、 世帯数の増加推移を みる と 、 2 0 0 5 年を 基準と し たと き 町中心部では2 0 2 0 年で

1 5 7 ％、 町北部は1 2 0 ％、 町南部は1 1 1 ％と なっ ており 、 いずれも 増加傾向にあり ま す。  

 
※組外を除く                       出典： 住民基本台帳 

 

2 0 2 0 年現在の本町の人口を 地域別にみる と 、 最も 多いのは町中部の2 4 ,5 2 8 人で、 次

いで町北部が5 ,1 9 4 人、 町南部が4 ,8 3 8 人と 続いています。  

一方、 人口の増加推移を みる と 、 2 0 0 5 年を 基準と し たと き 町中心部で は2 0 2 0 年で
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1 3 8 ％と なっ ており 増加傾向ですが、 町北部は2 0 2 0 年で9 3 ％、 町南部は8 7 ％と なっ て

おり 減少傾向にあり ます。 こ れら のこ と から 、 特に北部、 南部において世帯あたり の人員

が減少傾向にあるこ と が分かり ます。  

 
※組外を除く                      出典： 住民基本台帳 

 

 

 

Ⅱ． 空家等の現状 

１．住宅・土地統計調査  

 

 

① 住宅総数の動向 

住宅・ 土地統計調査における全国の住宅総数は、 2 0 ２ 3 年現在で約6 ,5 0 5 万戸で、 1 5 年

前の2 0 0 8 年と 比較すると 住宅数は約7 4 6 万戸増加し ています。  

本町においては、 2 0 2 3 年現在で1 6 ,0 0 0 戸あり 、 2 0 0 8 年と 比較すると 約3 ,8 0 0 戸増加

し ています。 増加率は、 2 0 0 ８ 年を 基準と する と 1 3 1 ％と なっ ています。 こ れは、 全国及

び熊本県の増加率と 比較し て大幅に上回る結果と なっ ています。  
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0
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す
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人
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地域別人口の推移

北部 中部 南部

増加率（ 北部） 増加率（ 中部） 増加率（ 南部）

※「 住宅・ 土地統計調査」 と は、 国が５ 年ごと に実施し 、 我が国の住宅

と そこ に居住する 世帯の居住状況、 世帯の保有する 土地等の実態を 把握

し 、 その現状と 推移を 明ら かにする ために行う 、 標本抽出によ る 統計調査

です。  

全国 熊本県 大津町

2008年 57,586,000 769,500 12,180

2013年 60,628,600 804,300 13,050

2018年 62,407,400 813,700 14,310

2023年 65,046,700 851,100 16,000

出典： 住宅・ 土地統計調査

住宅総数 （ 戸）
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② 空家数と 空家率の動向 

全国の空家数は、 2 0 2 3 年現在で約9 0 0 万戸と なっ ており 、 1 5 年前の2 0 0 8 年と 比較し

て約1 4 3 万戸増加し ていま す。 本町の空家数は、 2 0 2 3 年現在で 1 ,2 8 0 戸と なっ ており 、

2 0 1 8 年と 比較し て僅かに増加し ています。  

全国の空家率は、 2 0 2 3 年現在で1 3 .8 ％と なっ ており 、 2 0 0 8 年と 比較する と 0 .7 ポイ ン

ト 増加し ています。 また、 熊本県では熊本地震の影響によ り 2 0 1 3 年から 2 0 1 8 年にかけて

は減少し たも のの、 2 0 0 8 年と 比較する と 1 .5 ポイ ン ト 増加し ており 、 国、 県と と も に空家

率は増加し ています。  

本町の空家率は、 2 0 2 3 年現在で8 .0 ％と なっ ており 、 2 0 0 8 年の9 .9 ％と 比較すると 減少

し ています。 本町の空家率は、 全国及び熊本県と 比較し て低い数値と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 空家の種類別の動向 

令和5 年住宅・ 土地統計調査における 空家の種類別の割合を みる と 、 「 その他の住宅」

（ 空家の中から 賃貸用や売却用の住宅及び二次的住宅（ 別荘等） を 除いた住宅で、 いわゆる

一般的な空家） は全国で4 2 .8 ％、 熊本県で5 1 .1 ％、 本町で3 2 .8 ％と なっ ています。 また、

「 賃貸用の住宅」 は全国で4 9 .3 ％、 熊本県で4 2 .7 ％、 本町では6 5 .6 ％と なっ ています。  

本町における 2 0 0 8 年から 2 0 2 3 年の空家の種類別の推移を みる と 、 「 その他の住宅」 は、

2 0 0 8 年から 2 0 1 8 年まで増加し ていまし たが、 2 0 2 3 年は大き く 減少し ています。  

全国 熊本県 大津町 全国 熊本県 大津町

2008年 7,567,900 102,800 1,200 13.1 13.4 9.9

2013年 8,195,600 114,800 1,320 13.5 14.3 10.1

2018年 8,488,600 111,900 1,220 13.6 13.8 8.5

2023年 9,001,600 127,100 1,280 13.8 14.9 8.0

出典： 住宅・ 土地統計調査

空家数と 空家率

空家数（ 戸） 空家率（ % ）
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一方で「 賃貸用住宅」 は、 2 0 0 8 年から 2 0 1 8 年までは減少し ていまし たが、 2 0 2 3 年は

増加に転じ 、 最も 大き な割合を占めています。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※二次的住宅： 別荘など                        出典： 住宅・ 土地統計調査 

 

２．大津町空き家実態調査 

本町では、 空家等に関する 総合的かつ計画的な対策及び空き 家バンク 等の空家等に関連す

る 施策の展開の為の基礎資料と するこ と を 目的と し て、 令和５ 年度に空家等の現状調査を 行

いまし た。 過去に実施し た空家調査で空家と 判断さ れた建物や、 町へ情報が寄せら れた箇所

などから 空家と 思われる5 0 0 件を 調査し 、 現地で外観調査を 行っ たと こ ろ 、 2 3 6 件の空家が

あると いう 結果になり まし た。  

  

（ １ ） 空家現地調査 

 １ ） 現地調査の概要 

実施時期 令和5 年8 月～令和6 年3 月 

対象物件 

 

人が居住し ていない戸建て物件で、 店舗及び店舗併用住宅を含む。  

ただし 、 以下の物件を 除く  

・ 公営住宅 

・ 集合住宅 

・ 建設中の住宅 

・ 解体中の住宅 
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２ ） 現地調査結果 

表 空家実態調査結果（ 令和5 年度実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 北部・ 中部・ 南部別の空家件数と 人口・ 世帯数 

※人口と 世帯数令和5 (2 0 2 3 )年3 月末時点、 福祉施設や組外を除く      

 

表 空家不良度の判定基準 

Ａ ラ ンク  
売却、 賃貸の期待性が高い。  

手を かけずにそのまま利用可能。 管理も 行き 届いている。  

Ｂ ラ ンク  
売却、 賃貸の期待性がやや高い。  

若干の改修にて利用可能。 管理はほぼ行き 届いている。  

Ｃ ラ ンク  売却、 賃貸の期待性が低い。 大幅な改修が必要。 管理ができ ていない。  

Ｄ ラ ンク  

そのまま利用は不可能。  

家屋に傾き 倒壊の危険がある 。 管理ができ ておら ず、 環境にも 問題があ

る。  

 

 

表 空家の不良度判定 

 

 

 

 

 

調査対象物件 5 0 0 件 1 0 0 .0 ％ 

（ 内訳）  

空家と 思われる物件 2 3 6 件 4 7 .2 %  

居住済み（ 特定時期だけも 含む）  1 4 2 件 2 8 .4 %  

解体済み（ 空き 地）  5 9 件 1 1 .8 %  

その他対象外（ 納屋など別の目的物）  6 3 件 1 2 .6 %  

 
空家件数 人口（ 人）  世帯数（ 戸）  

 （ 割合）   （ 割合）   （ 割合）  

北部 8 5 件 3 6 .0 ％ 4 ,4 8 9  1 3 .0 ％ 1 ,9 5 6  1 3 .1 ％ 

中部 8 1 件 3 4 .3 ％ 2 5 ,4 9 8  7 3 .5 ％ 1 0 ,9 6 5  7 3 .7 ％ 

南部 7 0 件 2 9 .7 ％ 4 ,6 7 6  1 3 .5 ％ 1 ,9 6 7  1 3 .2 ％ 

合計 2 3 6 件 1 0 0 .0 ％ 3 4 ,6 6 3  1 0 0 .0 ％ 1 4 ,8 8 8  1 0 0 .0 ％ 

ラ ンク  A  B C D  合計 

空家件数 1 0  6 8  1 3 0  2 8  2 3 6  

（ % ）  4 .2 %  2 8 .8 %  5 5 .1 %  1 1 .9 %  1 0 0 .0 %  
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表 地区別（ 大字別） の空家不良度判定一覧 

（ 単位： 戸）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区(大字） A B C D 合計 割合

引水 0 6 11 0 17 7.2%

下町 0 1 1 0 2 0.8%
灰塚 0 0 3 0 3 1.3%
外牧 0 2 2 0 4 1.7%
岩坂 0 0 2 1 3 1.3%
錦野 1 4 2 0 7 3.0%
古城 0 0 4 2 6 2.5%

高尾野 0 1 0 2 3 1.3%
室 1 3 6 2 12 5.1%
森 1 1 7 0 9 3.8%

真木 0 2 10 0 12 5.1%
陣内 1 6 3 2 12 5.1%
吹田 0 4 2 0 6 2.5%
杉水 1 10 13 2 26 11.0%
瀬田 0 1 1 0 2 0.8%
大津 1 12 25 3 41 17.4%
大林 0 6 9 2 17 7.2%
中島 0 0 2 0 2 0.8%
町 0 2 4 0 6 2.5%

美咲野 3 0 0 0 3 1.3%
平川 0 4 11 6 21 8.9%

矢護川 1 3 10 6 20 8.5%
不明 0 0 2 0 2 0.8%

合計 10 68 130 28 236 100%
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図 町内の空家分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ ２ ） 所有者意向調査 

 １ ） 所有者意向調査の概要 

実施時期 令和5 年8 月～令和6 年3 月 

対象 

 

調査対象空家2 3 6 件のう ち 所有者が特定でき た2 1 4 件について、  

所有者へアンケート を 送付。  
 

 

アンケート 送付結果 

回答あり （ 空家該当）  6 8 件 

回答あり （ 空家非該当、 居住済み）  2 2 件 

回答あり （ 持ち主不明、 未記入）  8 件 

未着 3 4 件 

返送なし  1 1 6 件 

総数 2 1 4 件 

  

 

●：空き家ランクAの物件
●：空き家ランクBの物件
●：空き家ランクCの物件
●：空き家ランクDの物件
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２ ） 所有者意向調査の結果 

 

問１  対象の住宅について                                

① あなたは、 下記対象住宅の所有者又は納税義務者ですか。 （ １ つ選択）  

    「 はい」 （ 8 4 .7 % ） が最も 多い結果と なっ ています。  

 

  

 

 

 

 

 

 

問２  所有する住宅の状況について                            

 ① 住宅にどなたかお住まいになっ ていますか。 （ １ つ選択）  

「 誰も 住んでいない」 （ 7 3 .1 % ） が最も 多い結果と なっ ています。  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

② 当該住宅を 管理するに至っ た理由は何ですか。 （ １ つ選択）  

「 親または親せき 所有の住宅（ 建物） を 相続し たため」 （ 5 0 .7 % ） が最も 多く 、 5 割

を 占めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

選択肢 件数 比率 

はい 83 84.7% 

いいえ 8 8.2% 

心当たりがない 5 5.1% 

回答なし 2 2.0% 

合計 98 100.0% 

選択肢 件数 比率 

常時住んでいる 13 14.0% 

特定の時期だけ住ん

でいる 
9 9.7% 

誰も住んでいない 68 73.1% 

回答なし 3 3.2% 

 合計 93 100.0% 

選択肢 件数 比率 

自分が住み替えて、前

の住宅（建物）を使わな

くなったため 

3 4.4% 

親または親せき所有の

住宅（建物）を相続した

ため 

35 50.7% 

その他 23 33.3% 

回答なし 8 11.6% 

合計 69 100.0% 

はい

84. 7%

いいえ

8. 2%

心当たり が

ない

5. 1%

回答なし

2. 0%

常時住んでいる

14. 0%

特定の時期だけ

住んでいる

9. 7%

誰も 住んで

いない

73. 1%

回答なし

3. 2%

自分が住み替え

て、 前の住宅

（ 建物） を使わ

なく なっ たため

4. 4％

親または親せき 所

有の住宅（ 建物）

を相続し たため

50. 7%

その他

33. 3%

回答なし

11. 6%
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③ 誰も 住まなく なっ て何年経ちまし たか。  

「 1 1 ～2 0 年以内」 （ 3 1 .9 % ） が3 割を 占め最も 多く 、 次いで 「 6 ～1 0 年以内」

（ 2 3 .2 % ） 、 「 2 0 年以上」 （ 1 4 .5 % ） と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 現在、 当該住宅の状況はどのよう な状態と なっ ていますか。 （ １ つ選択）  

「 大規模な修繕が必要（ 屋根、 床下などの構造部分） 」 （ 3 2 .4 % ） が最も 多く 3 割以

上を 占めています。 次いで「 住める（ 使用でき る） 状態」 （ 2 1 .1 % ） 、 「 一部修繕すれ

ば住める（ 使用でき る） 状態（ 障子やフ スマ、 軽微な破損等） 」 （ 1 9 .7 % ） と なっ てい

ます。  

    およそ５ 割近く の住宅が、 修繕が必要な住宅と いう こ と が分かり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 比率 

1 年以内 0 0.0% 

1～3 年以内 8 11.6% 

4～5 年以内 5 7.2% 

6～10 年以内 16 23.2% 

11～20 年以内 22 31.9% 

20 年以上 10 14.5% 

回答なし 8 11.6% 

合計 69 100.0% 

選択肢 件数 比率 

住める（使用できる）

状態 
15 21.1% 

一部修繕すれば住め

る（使用できる）状態

（障子やフスマ、軽微

な破損等） 

14 19.7% 

大規模な修繕が必要

（屋根、床下などの構

造部分） 

23 32.4% 

倒壊の恐れがある 1 1.4% 

わからない 4 5.6% 

既に売却・解体した 2 2.8% 

その他 9 12.7% 

回答なし 3 4.3% 

合計 71 100.0% 

 

0.0%

11.6%

7.2%

23.2%

31.9%

14.5%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40%

1年以内

1～3年以内

4～5年以内

6～10年以内

11～20年以内

20年以上

回答なし

住める（ 使

用でき る）

状態

21. 1%

一部修繕すれば住める

（ 使用でき る） 状態

（ 障子やフ スマ、 軽微

な破損等）

19. 7％

大規模な修繕が必要（ 屋根、 床

下などの構造部分）

32. 4%

倒壊の恐

れがある

1. 4%

わから ない

5. 6%

既に売却・

解体し た

2. 8%

その他

12. 7%

回答なし

4. 3％
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問３  当該住宅の管理について                              

① 現在、 当該住宅を 管理し ていますか。 （ １ つ選択）  

「 管理し ている」 （ 8 5 .5 % ） が最も 多く ７ 割を占めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①－１  管理は、 どなたが行っ ていますか。 ( １ つ選択)  

（ ※問３ の①で「 管理し ている」 と 回答のあっ た59件について）  

  「 所有者も し く は家族・ 親せき 」 （ 8 6 .4 % ） が最も 多く 、 8 割以上を 占めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－２  管理は、 どのく ら いの頻度で行っ ていますか。 （ １ つ選択）  

（ ※問３ の①で「 管理し ている」 と 回答のあっ た59件について）  

  「 月１ 回程度」 （ 3 5 .6 % ） が同率で最も 多く 、 次いで「 週１ 回以上」 （ 2 5 .4 % ） と なっ

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 比率 

管理している 59 85.5% 

管理していない 6 8.7% 

わからない 0 0.0% 

回答なし 4 5.8% 

 合計 69 100.0% 

選択肢 件数 比率 

所有者もしくは家族・親せ

き 
51 86.4% 

不動産業者 1 1.7% 

空き家の近所の人に依

頼している 
2 3.4% 

その他 5 8.5% 

合計 59 100.0% 

選択肢 件数 比率 

週１回以上 15 25.4% 

月１回程度 21 35.6% 

半年に１回程度 14 23.7% 

１年に１回程度 5 8.5% 

わからない 1 1.7% 

回答なし 3 5.1% 

合計 59 100.0% 

管理し

ている

85. 5%

管理し てい

ない

8. 7%

わから ない

0. 0%

回答なし

5. 8%

所有者も し く は家

族・ 親せき

86. 4%

不動産

業者

1. 7%

空き 家の近所の人に依

頼し ている

3. 4%

その他

8. 5%

週１ 回以上

25. 4%

月１ 回程度

35. 6%

半年に１

回程度

23. 7%

１ 年に１ 回程度

8. 5%

わから ない

1. 7%

回答なし

5. 1%
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  ①－３  管理は、 どのよう なこ と を 行っ ていますか。 （ 複数選択可）  

（ ※問３ の①で「 管理し ている」 と 回答のあっ た59件について）  

   「 敷地の手入れ、 草刈り 」 が最も 多く 4 割以上にのぼっ ています。 次いで「 家屋（ 建物）

内の清掃」 （ 2 2 .0 % ） 、 「 破損個所の修繕」 （ 2 0 .3 % ） 、 「 仏壇等の管理」 （ 1 0 .2 % ）

と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当該住宅の管理について、 困っ ているこ と は何ですか。 （ 複数選択可）  

   「 身体的・ 年齢的な問題」 「 困っ ていない」 （ 2 3 .0 % ） が同率で最も 多い結果と なっ て

います。 次いで「 現住所から 当該住宅までの距離が遠い」 （ 2 2 .0 % ） と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

     

「 その他」 主な意見 

  「 その他」 主な意見 

  ・ 修繕の費用、 倒木の処理 

  ・ 家の中の家財の整理 

     

問４  当該住宅の今後の活用について                           

  ① 当該住宅の今後の活用について、 どのよう にお考えですか。 （ １ つ選択）  

   「 売却ま たは貸し 出し たい」 （ 2 6 .1 % ） が最も 多く 3 割近く を 占めて います。 次いで

「 予定なし ・ わから ない」 （ 1 7 .4 % ） 「 将来、 子や孫に相続する 予定」 （ 1 5 .9 % ） と な

っ ています。  

選択肢 件数 

家屋（建物）内の清掃 26 

敷地の手入れ、草刈り 51 

破損個所の修繕 24 

仏壇等の管理 12 

わからない 2 

その他 2 

回答なし 1 

選択肢 件数 

身体的・年齢的な問題 23 

管理の委託料が高い 4 

現住所から当該住宅までの距離が遠い 22 

管理を頼める相手を探すのが大変 8 

困っていない 23 

その他 10 

回答なし 10 

22.0%

43.2%

20.3%

10.2%

1.7%

1.7%

0.8%

0% 20% 40% 60%

23.0%

4.0%

22.0%

8.0%

23.0%

10.0%

10.0%

0% 10% 20% 30%
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② 当該住宅の売却および貸出し について、 どのよう にお考えですか。 （ １ つ選択）  

   「 売却および貸し 出し たく ない」 （ 3 9 .1 % ） が最も 多く 約４ 割を 占めています。 次いで

「 現状のままで良いなら 売却および貸し 出し し たい」 （ 2 7 .5 ％） と なっ ています。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 今後の当該住宅の活用についての課題は何と お考えですか。 （ 複数選択可）  

   「 取り 壊し たいが資金がない」 （ 1 9 .8 ％） が最も 多く 、 次いで「 活用方法が分から ない」

（ 1 8 .5 % ） 、 「 他人に貸すのは不安である」 （ 1 2 .3 % ） と なっ ています。  

 

選択肢 件数 

活用方法が分からない 15 

他人に貸すのは不安である 7 

取り壊したいが資金がない 16 

その他 30 

回答なし 13 

    「 その他」 主な意見 

    ・ 課題はない。 （ 現在倉庫や納屋と し て活用し ている ）  

選択肢 件数 比率 

売却または貸し出したい 18 26.1% 

現状のままにしておく 9 13.0% 

予定なし・わからない 12 17.4% 

取り壊して土地を活用し

たい 
3 4.4% 

自分が住む予定である 2 2.9% 

将来、子や孫に相続する

予定  
11 15.9% 

その他 4 5.8% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

 

選択肢 件数 比率 

現状のままで良いなら

売却および貸し出しし

たい 

19 27.5% 

売却および貸し出した

くない 
27 39.1% 

条件が合うなら売却お

よび貸し出ししたい 
7 10.2% 

補修・修繕を自己負担

して売却および貸し出

ししたい 

2 2.9% 

回答なし 14 20.3% 

合計 69 100.0% 

 

現状のままで

良いなら 売却

および貸し 出

し し たい

27. 5%

売却および貸し

出し たく ない

39. 1%

条件が合う なら

売却および貸し

出し し たい

10. 2％

補修・ 修繕を自

己負担し て売却

および貸し 出し

し たい

2. 9%

回答なし

20. 3%

売却また

は貸し 出

し たい

26. 1%

現状のま

まにし て

おく

13. 0%

予定なし ・ わから ない

17. 4%

取り 壊し て土地

を活用し たい

4. 4％

自分が住む予

定である

2. 9%

将来、 子や孫に

相続する予定

15. 9%

その他

5. 8%

回答なし

14. 5%

18.5%

8.6%

19.8%

37.0%

16.0%

0% 10% 20% 30% 40%
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 ④ 「 空き 家バンク 」 などの制度が実施さ れた場合、 こ の住宅の登録を 希望し ますか。 （ １

つ選択）  

   「 利用し ない」 （ 4 2 .0 % ） が最も 多く ４ 割以上を 占めています。 一方、 「 利用を 検討し

たい」 （ 2 4 .6 % ） 、 「 積極的に利用し たい」 （ 1 6 .0 % ） と なっ ており 、 約４ 割が利用を

考えています。  

 

選択肢 件数 比率 

積極的に利用したい 11 16.0% 

利用を検討したい 17 24.6% 

利用しない 29 42.0% 

その他 2 2.9% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

 

 ⑤ 地域活性化のため、 地域のコ ミ ュ 二ティ 利用又は多数の方での空き 家の活用を するこ と

を 希望し ますか。  

   「 活用し ない」 （ 4 6 .4 % ） が最も 多く 5 割近く を 占めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的に活用し て

も ら いたい

15. 9%

活用を検討し たい

23. 2%
活用し ない

46. 4%

回答なし

14. 5%

選択肢 件数 比率 

積極的に活用してもらい

たい 
11 15.9% 

活用を検討したい 16 23.2% 

活用しない 32 46.4% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

積極的に利

用し たい

16. 0％

利用を検討

し たい

24. 6%

利用し

ない

42. 0%

その他

2. 9%

回答なし

14. 5%
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
２ －２ ． 空家等における 課題                          

「 大津町空き 家実態調査」 や「 所有者意向調査」 等の結果から 見えてく る空家等の現状を

踏まえ、 本町における課題を 整理し ます。  

 

 
 

核家族化や高齢化の進行に伴い、 高齢の居住者が死亡ある いは施設へ入所する こ と などに

より 空家と なるケースが多く 見ら れます。  

また、 居住者の死後、 相続問題などによ り 適切に相続・ 登記さ れていない空家等の場合、

管理者意識が希薄化し 、 財産処分の意思決定が困難になる こ と などを 要因と し て、 適切に管

理さ れず長期間に渡っ て放置さ れてし まう など、 問題意識が低い所有者が存在し ています。  

空家等は一義的には個人の財産であり 、 所有者が自ら の責任で適切に維持管理すべき も の

です。 こ のため、 所有者と し ての管理意識を 啓発し ていく 必要があり ます。  

 

 

空家等の問題を 解決し たい意思はあるも のの、 所有者によ る 空家等の管理が滞る原因と し

て、 所有者の高齢化や、 遠方に居住し ている こ と などが原因で日常的な管理が難し く なる と

いっ たこ と が挙げら れます。 また、 取り 壊し 費用の捻出と いう 経済的な問題や、 「 相談先が

分から ない」 、 「 相続手続き などに関する情報が不十分なため、 売却などの対応を 進めよ う

と し ても 、 課題の整理や具体的な方針の決定が難航し てし まう 」 と いっ た情報不足などの問

題も あり ます。  

こ のよう な悩みを抱える空家等の所有者に対し ては、 それぞれの状況に応じ た支援策や相

談先を提供でき る体制を整備する必要があり ます。  

 

 

相続等で所有する こ と と なっ た空家も 多いこ と から 、 空家等の発生を 未然に防ぐ ための効

果的な対応策の検討を する 必要があり ます。 また、 状態が良好な空家については、 「 空き 家

バン ク 」 の更なる活用を 後押し すると と も に、 民間事業者が持つ柔軟な発想やノ ウハウを 活

かし た利活用を 支援し 、 所有者が活用を 希望し ない物件については、 民間事業者によ る 管理

代行サービス等が円滑に導入・ 運営さ れるよう 、 支援体制の整備に努める必要があり ます。  

適切な管理がなさ れず管理不全と なっ ている 空家等については、 解体資金などの経済的な

課題も あるこ と から 、 除却等に対する支援策を 促進し ていく 必要があり ます。  

 

 

空家が発生する 要因やそこ から 生じ る課題は多岐に渡るため、 庁内関係部局や関係団体な

どと 連携し ながら 、 総合的な空家等対策を 検討する必要があり ます。  

また、 空家等の管理については、 その所有者の責任のも と で維持管理を 行う こ と を 前提と

し つつ、 近隣地域に与える 影響も 大き いこ と から 、 地域と 連携し ながら 働き かけを 行う 必要

があり ます。  

（ １ ） 当事者意識の啓発に関する課題 

（ ２ ） 問題解決のための支援策や相談体制に関する課題 

（ ３ ） 空家本体に関する課題 

（ ４ ） 地域や関係団体などと の連携に関する課題 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －１ ． 対策に関する基本目標                         

本町で は、 適切な 管理が行われて い な い空家等が防災、 衛生、 景観等の地域住民の

生活環境に 深刻な 影響を 及ぼし て いる こ と に鑑み、 地域住民の生命、 身体又は財産を

保護する と と も に、 そ の生活環境の保全や空家等の利活用を 推進する た め、 次の２ つ

を 基本目標と し て 設定し 、 空家等の対策に取り 組みま す。  

① 住民の生命、 身体又は財産を 守り 、 安心・ 安全で 快適な 居住環境を 確保する こ と  

② 空家等の所有者及び地域住民のニーズに応じ た空家等の利活用や除却を 推進する  

こ と  

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －２ ． 対策に関する基本的な方針                       

（ １ ） 所有者等の意識の啓発及び相談体制の構築 

空家等がも た ら す問題は、 第一義的に は所有者等が自ら の責任に よ り 的確に対応

する こ と が前提で す。 所有者等に対し て 空家等の適正な 管理や利活用の意識付けを 行

う こ と が重要で あ り 、 ま た 、 相続、 転勤な ど に よ り 、 全て の人が空家等の所有者等

と な る 可能性がある こ と を 認識し て も ら う こ と も 重要と な り ま す。 こ のた め、 広く  所

有者等に対し 啓発を 行い、 空家等問題に関する 意識を 高めて いき ま す。  

ま た 、 所有者等から の空家等の利活用や維持管理、 除却等に関する 相談に 対し て

は、 地域の専門機関と 連携し つつ、 技術的な 助言や支援策を 案内する こ と に よ り 、

空家等が管理不全な 状態に陥ら な いよ う 支援し ま す。  

 

（ ２ ） 所有者等の課題に応じ た支援策の検討 

空家問題は、 所有者等が自ら 対応する 必要があ り ま すが、 経済的、 年齢的に 管理

が困難な ケ ース や、 所有する 空家と 居住地が遠いた め定期的な 管理が出来な い と い

っ た ケ ース な ど 、 所有者等ご と に 様々な 事情が存在し ま す。 そ う いっ た 事情に 応じ

た 支援策を 検討する と と も に、 所有者等のニーズに合っ た支援を 行いま す。  

 

（ ３ ） 管理不全空家等・ 特定空家等に対する 優先的な 取り 組み 

令和5 年度の法改正によ り 、 空家の予防的・ 段階的な 対応が可能と な り 、 管理不全

空家等に対する 措置がよ り 柔軟かつ早期に実施で き る よ う にな り ま し た 。  

管理不全状態にある 空家等や、 倒壊・ 火災・ 衛生上の支障等を 生じ さ せる 特定空家

等について 、 地域住民の生活環境への悪影響を 未然に防ぐ た め、 優先的に対策を 講じ

ま す。  

 

（ ４ ） 地域住民・ 関係団体と の連携 

空家等の問題は、 地域の生活環境に与え る 影響が大き い こ と から 、  地域の問題と

し て と ら え 、 地域住民の協力のも と 関係団体と 連携を 図り 、 空家等の適切な 管理や

利活用、 除却の支援を 推進し 、 安心・ 安全に暮ら せる ま ち づく り を 目指し ま す。  

第３章  空家等対策における施策 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －３ ． 対策に関する取り 組み                         

（ １ ） 建物の各段階に応じ た 対策の具体的な 取り 組み 

① 空家の発生抑制 

ア． 家屋所有者等への情報提供・ 意識啓発 

空家等の発生を 予防するため、 不動産の移転や相続手続き 、 税金等に関する 相談窓

口の案内を 行う と と も に、 町の取り 組みや適切に管理さ れていない空家が引き 起こ す

問題等について、 様々な情報を 広報誌や町ホームページを 活用し て広く 周知し ていき

ます。  

 

イ ． 家屋の長寿命化の促進 

現在居住さ れている 家屋の空家化を 抑制する には、 家屋や土地の耐震性能を 高め、

長く 住み続けるこ と ができ る よ う にするこ と も 有用と 考えら れます。 そのため、 家屋

や土地の耐震化を 推進し 、 家屋の長寿命化を支援し ます。  

 

② 空家等の適切な維持管理の促進 

ア． 空家等所有者への情報提供・ 意識啓発 

空家等は、 所有者等の財産であるこ と から 、 所有者等において適切な管理に努める

義務があり ます。 し かし 、 相続などにより 複雑な権利関係と なっ ている場合や、 所有

者等が遠方に居住し ている 場合、 若し く は所有者の高齢化等により 、 適正な管理がな

さ れていない空家等が多く 散見さ れます。  

そこ で、 町では、 広報誌や町ホームページ等を 通じ て適切な管理に関する情報を 発

信するこ と により 所有者等に対し て空家等の適正な管理について啓発し ていき ます。  

 

イ ． 地域や民間企業・ 団体等と の連携による取り 組みの促進 

地域と の意見交換や情報収集により 空家に関する問題の早期発見・ 早期対応に努め、

空家の所有者に対し て適切な維持管理について情報提供や助言を 行う と と も に、 地域

によ る 課題解決に向けた取り 組みが展開さ れるよう に区長や民生委員等へ各種情報を

提供し ていき ます。  

また、 不動産事業者や法務関連の専門団体等と の連携体制を 構築し 、 空家等所有者

から の相談に迅速かつ的確に対応でき る支援体制の充実を 図り ます。  

 

 ウ． 維持管理に関する支援の推進 

    高齢であるこ と や遠方に居住し ている 等の理由で所有者等が自ら 適切に空家等を維

持管理でき ない場合も 多く 見ら れるこ と から 、 所有者等が空家等の管理代行サービス

を 利用し やすく なるよう にサービスを 行う 民間企業の情報を提供し ます。  
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③ 空家等の利活用の促進   

ア． 中古住宅の流通促進（ 空き 家バン ク の活用）  

空家等の流通を 促すため、 令和元年に「 大津町空き 家バンク 」 を 設置し 、 空家を 売

り たい方（ 貸し たい方） の物件情報を 、 空家を 買いたい方（ 借り たい方） へ提供し て

います。 運用にあたっ ては、 （ 公社） 全日本不動産協会熊本県本部と （ 一社） 熊本県

宅地建物取引業協会と 協定を 締結し 、 適正かつ円滑な運用に努めています。  

また、 売り たい人、 買いたい人、 貸し たい人、 借り たい人を マッ チン グし ていく た

めには登録者を 増やす必要があるので、 空き 家バン ク を 広く 周知し ていく と と も に、

空家所有者等に対し て個別に登録を促し ていき ます。  

さ ら に、 空き 家バン ク 制度を 通じ て空き 家を 購入又は賃貸借し た者が行う 改修等に

対し ては、 町が補助金を 交付するこ と で利活用を 促進し ます。 こ れにより 、 空き 家の

再生・ 利活用を推進し 、 地域内での住宅流通の活性化を図り ます。  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、 熊本県が推進し ている 「 熊本県あんし ん賃貸支援事業」 と 連携し 、 空家の利活

用を 含めて、 高齢者や障がい者、 外国人その他の生活確保要配慮者に対し て安心な住

まいの提供を 図り ます。  

○ 空き 家バンク  

空家の賃貸・ 売却を 希望する人から 申込みを 受けた情報を 、 空家の利用を希望

する 人に紹介する制度で、 「 空家の解消」 、 「 住環境の整備」 、 「 定住促進によ

る地域の活性化」 を図るこ と を目的と し ている。  
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イ ． 地域特性・ 課題に応じ た空家の利活用の促進 

空家の観光資源と し ての活用や、 高齢者・ 子育て世帯向けの施設と し ての利活用な

ど、 地域の特性や課題に応じ た活用策については、 所有者等の意向を 尊重し つつ、 民

間事業者が主体と なっ て検討・ 実施でき る よ う 、 関係団体や地域と 連携し た支援体制

を 整備し てまいり ます。   

 なお、 空家等を 従前の用途以外で活用する場合には、 建築基準法、 都市計画法、 消

防法、 旅館業法等の関係法令を 遵守するため、 関係機関と 連携し 適切な協議を 行いま

す。  

 

ウ． 空家の除却・ 改修等への支援  

国の「 空き 家再生等推進事業」 等や県の補助金を 積極的に活用し 、 空家の除却や改

修等に係る 費用への支援を 行います。 こ れにより 、 地域内の空家の利活用促進および

放置空家の解消を 図り ます。  

 

④ 管理不全空家等・ 特定空家等の対策 

ア． 住民から の情報提供への対応 

地域住民から 管理不全な 空家に関する 情報提供や相談があっ た場合は、 現地確認  

を 行い現況を 確認すると と も に、 所有者等を 調査のう え、 必要に応じ て所有者等へ改

善依頼や助言を行います。  

また、 所有者等が抱える個別事情に応じ て専門家等の相談窓口を 紹介するなど、 問

題解決に繋がる情報提供を 行います。  

 

イ ． 空家の除却への支援 

倒壊の恐れがある空家等に対し ては、 除却費用への支援を 行います。  

 

ウ． 管理不全空家等・ 特定空家等に対する措置等及びその他の対処 

管理不全空家等・ 特定空家等は、 適切な管理がなさ れていないこ と で地域住民の生

活環境に重大な悪影響を 及ぼし ている 場合が多く 、 地域住民の生命、 健康、 財産の保

護なら びに健全な生活環境の保全を 図るため、 法に基づく 必要な行政措置を 適切かつ

迅速に実施し ます。  なお、 管理不全空家等・ 特定空家等の判断にあたっ ては、 国が定

めた「 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する 適切な実施を 図る ために

必要な指針（ ガイ ド ラ イ ン ） 」 に基づき 、 大津町空家等対策推進協議会（ 以下、 「 協

議会」 ） の意見を 聴取し 、 町長が決定し ます。  
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【 管理不全空家等及び特定空家等に対する事務の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民、 自治会等から の 

情報提供 

特定空家等の認定 

空家等の実態調査 

所有者の調査、 状況の確認 

改善依頼、 助言 

（ 空家法第1 2 条）  

管理不全空家等の認定 

    指導 

（ 空家法第1 3 条第1 項）  

助言又は指導 

（ 空家法第2 2 条第1 項）  

    勧告 

（ 空家法第1 3 条第2 項）  

勧告 

（ 空家法第2 2 条第2 項）  

所

有

者

等

に

よ

る

改

善 

勧告を受けた場合には、

固定資産税等の住宅用地 

特例は解除さ れます。  

命令 

（ 空家法第2 2 条第3 項）  

災

害

そ

の

他

非

常

の

場

合 

※「 管理不全空家等の認定」

「 特定空家等の認定」 以降は、

必要に応じ て大津町空家等対策

推進協議会に意見を求める。  

行政代執行 

（ 空家法第2 2 条第9 項）  

緊急代執行 

（ 空家法第2 2 条第1 1 項）  

略式代執行 

（ 空家法第2 2 条第1 0 項）  

           戒告 

（ 行政代執行法）  

所

有

者

不

明

の

場

合 
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（ ２ ） 空家等の調査 
 

①調査の趣旨 

空家等は町内全域に存在する た め、 空家等の対策を 推進する た めにはそ の実態を 把

握する こ と が必要と な り ま す。 こ のた め、 町で は、 定期的に 空家等の実態調査を 行

い、 空家等の数、 位置、 状態な ど の確認を 行いま す。  

ま た 今後、 国が実施する 国勢調査や住宅・ 土地統計調査な ど の統計調査のほか、

住民や地域から 寄せら れた 情報等を も と に 、 新た に発生する 空家等や既存の空家等

の情報を 更新し 、 適切な 対応を 実施する ための実態把握に努めま す。  

把握し た 空家等につい て は、 法に 基づく 情報提供や行政指導等を 行う た め、 必要

と さ れる 範囲で 住民票情報や登記情報、 固定資産税の課税情報等によ り 、 所有者等

の特定を 行いま す。  

 

②実態調査 

・ 空家等の所在及び 当該空家等の所有者等及び空家の状態等を 把握する た め、 現地調

査を 実施し ま す 。  調査は、 お お むね5 年毎に 行い 、 関係団体や地域住民等と 連携

し 、 継続的に情報を 更新し て いき ま す。  

・ 特定し た 空家等の所有者等に対し 、 必要な 情報提供や意向確認を 行う た め、 訪問等

に よ る 聞き 取り や、 ア ン ケ ート を 実施し ま す。 ア ン ケ ート 等の送付は、 個別に行う

ほか、 納税通知書な ど 定期的な通知等を 活用し て 行いま す。  

 

③空家等情報のデータ ベース 化 

空家等の調査に よ り 取得し た 情報及び当該空家等対策を 行う にあ たり 必要な 情報

について 、 データ ベース を 整備し 、 総合政策課において 管理し ます。 ま た 、 データ ベ

ース の情報は関係部局で 共有し ま す。  

整備する データ ベース の情報は以下のと おり と し ま す。  

 

 

 

 

 

※固定資産税等の住宅用地の特例除外 

  土地に対する 固定資産税が課税さ れる 年の１ 月１ 日（ 賦課期日） において、 住宅やア

パート 等、 人が居住する ための家屋の敷地と し て利用さ れている 土地（ 住宅用地） につ

いては、 下表の特例措置があり 、 税金が軽減さ れています。  

固定資産税等の住宅用地の特例 

 
小規模住宅用地 

（ 2 0 0 ㎡以下の部分）  

一般住宅用地 

（ 2 0 0 ㎡を 超える部分）  

固定資産税の課税標準 1 ／6 に減額 1 ／3 に減額 

①空家等基本情報（ 所在地、 建物種類、 階数、 構造等）  

②現地調査情報（ 老朽度、 周辺への影響、 維持管理の状態等）  

③所有者等情報（ 建物所有者等の住所等）  

④対応履歴（ 助言や指導等の履歴）  

⑤その他必要な事項 
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④所有者等が特定で き な い場合        

所有者等の確認にあたっ ては、 主に以下の調査によ り 把握する こ と と し 、 所有者が死亡

さ れている場合は、 法定相続人について調査を し 、 所有者等の特定に努めます。   

こ れまで登記事項証明書では把握でき なかっ た未登記家屋の所有者、 現所有者、 納税管

理人、 送付先等については、 法第1 0 条に基づき 固定資産税課税情報を 必要な限度において

利用し 、 所有者を 調査し ます。 所有者が不明等の場合には、 「 財産管理制度」 ※1 を 活用す

るなど適切な対応を検討し ます。  

また、 所有者等確認のため送付し た郵便等が返送さ れた場合は、 送付先の市町村に住民

票の閲覧請求を 行う 等調査を 行い、 なおも 所在が不明な場合には、 「 過失なく 所有者等を

確知でき ない者」 と 判断し 、 データ ベースに登録し ます。   

  

※1 「 財産管理制度」 と は、 所有者が不明または所在不明である不動産や、 所有者による 管理が不適切

な不動産について、 裁判所の命令によ り 管理人を選任し 、 適切な管理を図る 制度のこ と です。 空家等対策

の実効性を確保するため、 令和5 年改正法により 制度の拡充が図ら れまし た。   

【 所有者等の特定の基本的な手順】  

  

① 登記簿謄本（ 登記事項証明書） によ る調査  

・ 建物登記簿謄本による所有者情報  

・ 土地登記簿謄本による所有者情報（ 建物未登記の場合等も あり 、 併せて調査する）  

② 固定資産税課税情報の活用  

・ 法第1 0 条の規定に基づき 税務課へ照会、 家屋・ 土地課税台帳による所有者情報 

③ 戸籍等の調査  

・ 住民票、 住民票の除票等  

・ 戸籍謄本、 戸籍の附票等 

 ④ 住民等への聞き 取り   

・ 空家の近隣に居住する住民  

・ 空家の存する自治組織（ 行政区等）  

・ 共同住宅を 調査対象と する場合は、 管理会社や管理組合  

 

 

（ ３ ） 住民等から の空家等に関する 相談への対応 

空家等に係る 問題は多岐にわた る こ と から 、 相談窓口を 一元化し 、  庁内の関係部署及

び県、 その他の関係団体と 連携し た相談体制の整備を 行いま す。  

個々の相談内容に 応じ て 、 関係部署及び関係団体、 協議会と 連携、 相談し 対応し ま

す。 対応内容について は、  経過等について 記録し 、 関係部署等で 共有し ま す。  
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（ １ ） 庁内の組織体制及び役割 

空家等に係る 問題は多岐にわたるこ と から 、 居住（ 使用） さ れている状況から 管理不全

な状況に至る までの各段階に応じ た対策を 講じ ていく こ と が必要です。  

空家等対策を 効果的・ 効率的に推進する ため、 庁内関係部署によ る 体制を 整備し 、 情報

を 共有し ながら 連携し て対応し ます。  

 

大分類 小分類 担当課 

空家等に関する 

総合的な管理 
・ 空家等対策計画の策定、 進行管理 

・ 大津町空家等対策推進協議会の運営 

総合政策課 

空家等の調査 
・ 空家等及び所有者の状況把握 

・ データ ベース管理 

空き 家バンク の運営

等 

・ 空き 家バンク の運営 

・ 空き 家バンク 登録物件の改修費助成 

住民への啓発 

・ 住民の意識醸成のための広報 

・ 空家情報提供（ 住宅セーフ ティ ネッ ト 法の  

活用、 移住定住相談など）  

相談窓口 
・ 住民向けの相談窓口の運営（ 個別案件は各担

当課へ）  

特定空家等の対策 

・ 景観を 著し く 損なっ ている、 又は、 倒壊の恐 

れがある空家など、 防犯・ 保安上危険な空 

家（ いわゆる特定空家等） の対策 

防災交通課 

空家の発生を 抑制す

るための支援 
・ 国庫補助等を 活用し た居住中の家屋の耐震化 都市計画課 

空家等の利活用 
・ 地域特性、 課題に応じ た空家の利活用の促進 

・ リ ノ ベーショ ン、 利活用相談等の支援 

総合政策課 

商業観光課 

空家等に関する税 
・ 特定空家等認定に伴う 課税処理に関するこ と  

・ 空家等に関する税の相談 
税務課 

空家等周辺の 

環境整備 

・ 空家、 空地周辺の環境整備に関するこ と  環境保全課 

・ 道路に影響を 及ぼす空家、 空地に関するこ と  建設課 

・ 農地付き 空家に関するこ と  農業委員会事務局 

住宅セーフ ティ ネッ

ト 法関係業務 

・ 住宅確保要配慮者（ 低所得者、 被災者、 高齢

者、 障がい者、 子ども を 療育し ている 者、 外

国人など） の支援 

福祉課 

・ 登録住宅に対する改修費補助に関するこ と  

・ 空家所有者（ 大家） への情報提供 
都市計画課 

 

 

第４章  空家等対策の実施体制 
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（ ２ ） 大津町空家等対策推進協議会 

①趣旨 

空家等対策を 実施する に あ た り 、 意見聴取及び協議を 行う た め 有識者及び関係

機関の職員等によ る「 大津町空家等対策推進協議会」 を 設置し ま す。  

 

②所掌事務 

   協議会の所掌事務は以下のと おり と し ます。  

ⅰ 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する 協議 

ⅱ 空家等の調査に関する 協議 

ⅲ 空家等が特定空家等に該当する か否かの判断及び特定空家等の 

措置に関する 協議 

ⅳ 町長がその他空家等に関する 対策の推進に関し 必要と する 事項 

 

③構成 

大津町空家等対策推進協議会の構成に ついて は、 町長のほか、 有識者、 町議会

議員、 地域住民、 関係行政機関の職員等で 構成し ま す。  

 

（ ３ ） 関係機関等と の連携 

  空家等に関する相談に適切に対応する ため、 国・ 県・ 近隣自治体や関係機関、 関係団体等

の連携及び協力のも と 空家等対策を 実施し ます。  

 

関係団体等 連携及び協力する内容 

国・ 県 基本指針の策定、 事業への補助、 行政支援 

弁護士・ 司法書士・  

行政書士・ 土地家屋調査士 
相続に関する 相談及び調査、 財産の所有権移転手続き 等 

不動産業者・ 不動産鑑定士 
所有者の空家等利活用相談、 「 空き 家バン ク 」 の運用に関す

る技術的支援 

建設業者 空家等の解体、 改修の相談及び対応等 

建築士 空家等の修繕、 改善、 耐震診断などの技術的な対応等 

警察・ 消防 危険回避のための対応等 

行政区 空家等情報の提供、 跡地の利活用等 
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（ １ ） 成果指標について  

本計画で の空き 家等対策の推進の目標と し て 、 以下の指標を 掲げま す。  

今後も 空き 家数を 増加さ せな いよ う に成果指標を 定め、 こ れら を 達成する よ う  

努めま す。  

活動指標（ アウト カ ム指標） と 目標値 

指標名 単位 
      

延べ件数 

現状値 

（ 令和７ 年度）  
目標 

老朽危険空家等除却

件数 件 1 3 件 ２ 件 5 件/年 

空き 家バンク の登録

件数 件 ４ 件 ０ 件 ２ 件/年 

空き 家バンク の利用

申込件数 件 1 2 9 件 １ 件 1 0 件/年 

 

活動指標（ アウト プッ ト 指標） と 目標値 

指標名 
指標の定義・ 説

明 単位 
現状値 

（ 令和７ 年度）  

 

目標 

老朽危険空家等

除却に 関す る 情

報提供 

広報誌での 

周知件数 回 2  2  

ホームページで

の周知件数 
回 2  2  

 

空き 家の適正管

理に 関す る 情報

提供 

広報誌での 

周知件数 回 1  2  

ホームページで

の周知件数 
回 1  2  

 

（ ２ ） 地域で の空家等対策の検討と 情報の共有 

空家等の管理は、 所有者等が適切に 対処すべき 問題で す が、 地域全体で 対処方法を

検討・ 共有する こ と は有効で ある た め、 協議会で の検討状況や 空家等の情報（ 個人情

報を 除く ） に関し 、 積極的に公開を 行いま す。  

 

（ ３ ） 他法令と の連携 

空家等の対策は、 こ の法律に 限ら ず 、 建 築基準 法、  消防法 、 道 路法、 災害対策基本

法、 災害救助法な ど 、 そ れぞれの法律の目的に 応じ て 、 必要な 措置等を 講ずる 必要が

あ り ま す。 こ のた め、 空家等の情報に つい て 、 関係部署で 共有し 、 密に連携を 図り ま

す。  

 

 

第５章  空家等対策を推進するための取り組み 
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（ ４ ） 計画の検証と 見直し  

本計画は、 住宅・ 土地統計調査な ど の統計調査の結果や、 取組状況及び実績な ど の

検証・ 評価を 実施し 、 地域情勢の変化、 法令や国の補助制度等の改正等、 必要に 応じ

て 随時見直し を 行いま す。  

計画の見直し を する 場合は、協議会で の協議を 行う も のと し ま す。  
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資料編 
 

 

資料編１   空家等対策の推進に関する特別措置法 

資料編２   空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（ 概要）  

 資料編３   管理指針、 管理不全空家の参考基準 

 資料編４   大津町空家等対策推進協議会設置要綱 

資料編５   大津町空き 家バンク 制度実施要綱 
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【資料編１】 空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

（ 平成二十六年十一月二十七日）  

（ 法律第百二十七号）  

第一章 総則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(目的) 

第一条 こ の法律は、 適切な管理が行われていない空家等が防災、 衛生、 景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を 及ぼし ている こ と に鑑み、 地域住民の生命、 身体又は財産

を 保護する と と も に、 その生活環境の保全を 図り 、 あわせて空家等の活用を 促進する ため

、 空家等に関する 施策に関し 、 国によ る基本指針の策定、 市町村(特別区を 含む。 第十条第

二項を 除き 、 以下同じ 。 )によ る 空家等対策計画の作成その他の空家等に関する 施策を 推進

する ために必要な事項を 定める こ と によ り 、 空家等に関する 施策を 総合的かつ計画的に推

進し 、 も っ て公共の福祉の増進と 地域の振興に寄与するこ と を 目的と する。  

(定義) 

第二条 こ の法律において「 空家等」 と は、 建築物又はこ れに附属する 工作物であっ て

居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態である も の及びその敷地(立木その他の土地

に定着する 物を 含む。 第十四条第二項において同じ 。 )を いう 。 ただし 、 国又は地方公共団

体が所有し 、 又は管理するも のを 除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのまま放置すれば倒壊等著し く 保安上危

険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態、 適切な管理が

行われていないこ と によ り 著し く 景観を 損なっ ている 状態その他周辺の生活環境の保全を

図るために放置するこ と が不適切である状態にあると 認めら れる空家等をいう 。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(国の責務) 

第三条 国は、 空家等に関する施策を 総合的に策定し 、 及び実施する責務を 有する。  

２  国は、 地方公共団体その他の者が行う 空家等に関する 取組のために必要と なる 情報

の収集及び提供その他の支援を行う よう 努めなければなら ない。  

３  国は、 広報活動、 啓発活動その他の活動を 通じ て、 空家等の適切な管理及びその活

用の促進に関し 、 国民の理解を深めるよう 努めなければなら ない。  

(令五法五〇・ 全改) 

(地方公共団体の責務) 

第四条 市町村は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及びこ れに基づく 空

家等に関する 対策の実施その他の空家等に関し て必要な措置を 適切に講ずる よ う 努めなけ

ればなら ない。  

２  都道府県は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施そ

の他空家等に関し こ の法律に基づき 市町村が講ずる 措置について、 当該市町村に対する 情

報の提供及び技術的な助言、 市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を 行う よ う 努めな

ければなら ない。  
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(令五法五〇・ 全改) 

(空家等の所有者等の責務) 

第五条 空家等の所有者又は管理者(以下「 所有者等」 と いう 。 )は、 周辺の生活環境に悪

影響を 及ぼさ ないよ う 、 空家等の適切な管理に努める と と も に、 国又は地方公共団体が実

施する空家等に関する施策に協力するよう 努めなければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(基本指針) 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、 空家等に関する 施策を 総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針(以下「 基本指針」 と いう 。 )を 定めるも のと する。  

２  基本指針においては、 次に掲げる 事項を定めるも のと する。  

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する 空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等によ る空家等の適切な管理について指針と なるべき 事項 

四 その他空家等に関する 施策を 総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を 定め、 又はこ れを 変更する と き は、 あら

かじ め、 関係行政機関の長に協議するも のと する。  

４  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を 定め、 又はこ れを 変更し たと き は、 遅滞

なく 、 こ れを 公表し なければなら ない。  

(令五法五〇・ 旧第五条繰下・ 一部改正) 

(空家等対策計画) 

第七条 市町村は、 その区域内で空家等に関する 対策を 総合的かつ計画的に実施する た

め、 基本指針に即し て、 空家等に関する対策についての計画(以下「 空家等対策計画」 と い

う 。 )を定めるこ と ができ る。  

２  空家等対策計画においては、 次に掲げる事項を 定めるも のと する。  

一 空家等に関する 対策の対象と する 地区及び対象と する 空家等の種類その他の空家等

に関する 対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する 事項 

四 所有者等によ る空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却し た空家等に係る 跡地(以下「 空家等の跡地」 と いう 。 )の活用の促進

に関する 事項 

六 特定空家等に対する措置(第二十二条第一項の規定による 助言若し く は指導、 同条第

二項の規定によ る 勧告、 同条第三項の規定によ る 命令又は同条第九項から 第十一項までの

規定によ る代執行をいう 。 以下同じ 。 )その他の特定空家等への対処に関する 事項 

七 住民等から の空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

九 その他空家等に関する 対策の実施に関し 必要な事項 
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３  前項第五号に掲げる 事項には、 次に掲げる 区域内の区域であっ て、 当該区域内の空

家等の数及びその分布の状況、 その活用の状況その他の状況から みて当該区域における 経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要と なる

と 認めら れる区域(以下「 空家等活用促進区域」 と いう 。 )並びに当該空家等活用促進区域に

おける 空家等及び空家等の跡地の活用の促進を 図る ための指針(以下「 空家等活用促進指針

」 と いう 。 )に関する事項を 定める こ と ができ る。  

一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市

街地 

二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する 法律(平成二十年法律第四十号)第二

条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げる も ののほか、 市町村における 経済的社会的活動の拠点と し ての機能

を 有する 区域と し て国土交通省令・ 総務省令で定める区域 

４  空家等活用促進指針には、 おおむね次に掲げる事項を 定めるも のと する。  

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における 経済的社会的活動の促進のために活用する こ と が必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき 用途(第十六条第一項及び第十八条にお

いて「 誘導用途」 と いう 。 )に関する事項 

三 前二号に掲げる も ののほか、 空家等活用促進区域における 空家等及び空家等の跡地

の活用を 通じ た経済的社会的活動の促進に関し 必要な事項 

５  空家等活用促進指針には、 前項各号に掲げる事項のほか、 特例適用建築物(空家等活

用促進区域内の空家等に該当する 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条

第一号に規定する 建築物を いう 。 以下こ の項及び第九項において同じ 。 )又は空家等の跡地

に新築する 建築物を いう 。 次項及び第十項において同じ 。 )について第十七条第一項の規定

によ り 読み替えて適用する 同法第四十三条第二項(第一号に係る 部分に限る。 次項において

同じ 。 )の規定又は第十七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 同法第四十八条第一項

から 第十三項まで(こ れら の規定を 同法第八十七条第二項又は第三項において準用する 場合

を 含む。 第九項において同じ 。 )の規定のただし 書の規定の適用を 受ける ための要件に関す

る事項を 定めるこ と ができ る 。  

６  前項の第十七条第一項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十三条第二

項の規定の適用を 受けるための要件(第九項及び第十七条第一項において「 敷地特例適用要

件」 と いう 。 )は、 特例適用建築物(その敷地が幅員一・ 八メ ート ル以上四メ ート ル未満の道

(同法第四十三条第一項に規定する 道路に該当するも のを 除く 。 )に二メ ート ル以上接するも

のに限る。 )について、 避難及び通行の安全上支障がなく 、 かつ、 空家等活用促進区域内に

おける 経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資する も のと し て国土交通

省令で定める基準を参酌し て定めるも のと する。  

 

７  市町村は、 第三項に規定する 事項を 定める と き は、 あら かじ め、 当該空家等活用促

進区域内の住民の意見を反映さ せるために必要な措置を講ずるも のと する。  
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８  市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指

定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を 除く 。 )は、 第三項に規定する事

項を 定める場合において、 市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第

一項に規定する市街化調整区域を いう 。 第十八条第一項において同じ 。 )の区域を 含む空家

等活用促進区域を 定める と き は、 あら かじ め、 当該空家等活用促進区域の区域及び空家等

活用促進指針に定める事項について、 都道府県知事と 協議をし なければなら ない。  

９  市町村は、 空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する 事項又は第五項の第十

七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十八条第一項から 第十三項ま

での規定のただし 書の規定の適用を 受けるための要件(以下「 用途特例適用要件」 と いう 。 )

に関する 事項を 記載する と き は、 あら かじ め、 当該事項について、 当該空家等活用促進区

域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定によ る 認定又は同法第四

十八条第一項から 第十三項まで(こ れら の規定を 同法第八十七条第二項又は第三項において

準用する場合を 含む。 第十七条第二項において同じ 。 )の規定のただし 書の規定によ る 許可

の権限を 有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する 特定行政庁を いう 。 以下こ の

項及び次項において同じ 。 )と 協議を し なければなら ない。 こ の場合において、 用途特例適

用要件に関する事項については、 当該特定行政庁の同意を 得なければなら ない。  

１ ０  前項の規定によ り 用途特例適用要件に関する 事項について協議を 受けた特定行政

庁は、 特例適用建築物を 用途特例適用要件に適合する 用途に供する こ と が空家等活用促進

区域における 経済的社会的活動の促進のためにやむを 得ないも のである と 認める と き は、

同項の同意を するこ と ができ る。  

１ １  空家等対策計画(第三項に規定する 事項が定めら れたも のに限る 。 第十六条第一項

及び第十八条第一項において同じ 。 )は、 都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、 開

発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する 基本的な方針と の調

和が保たれたも のでなければなら ない。  

１ ２  市町村は、 空家等対策計画を 定めたと き は、 遅滞なく 、 こ れを 公表し なければな

ら ない。  

１ ３  市町村は、 都道府県知事に対し 、 空家等対策計画の作成及び実施に関し 、 情報の

提供、 技術的な助言その他必要な援助を 求めるこ と ができ る。  

１ ４  第七項から 前項までの規定は、 空家等対策計画の変更について準用する 。  

(令五法五〇・ 旧第六条繰下・ 一部改正) 

(協議会) 

第八条 市町村は、 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する 協議を 行う ため

の協議会(以下こ の条において「 協議会」 と いう 。 )を 組織するこ と ができ る。  

２  協議会は、 市町村長(特別区の区長を 含む。 以下同じ 。 )のほか、 地域住民、 市町村の

議会の議員、 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者その他の市町村長が

必要と 認める者を も っ て構成する。  

３  前二項に定めるも ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は、 協議会が定める。  

 

(令五法五〇・ 旧第七条繰下) 
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第二章 空家等の調査 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(立入調査等) 

第九条 市町村長は、 当該市町村の区域内にある 空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を 把握する ための調査その他空家等に関し こ の法律の施行のために必要な調査を 行う こ

と ができ る。  

２  市町村長は、 第二十二条第一項から 第三項までの規定の施行に必要な限度において

、 空家等の所有者等に対し 、 当該空家等に関する 事項に関し 報告さ せ、 又はその職員若し

く はその委任し た者に、 空家等と 認めら れる 場所に立ち 入っ て調査を さ せる こ と ができ る

。  

３  市町村長は、 前項の規定によ り 当該職員又はその委任し た者を 空家等と 認めら れる

場所に立ち 入ら せよ う と する と き は、 その五日前ま でに、 当該空家等の所有者等にその旨

を 通知し なければなら ない。 ただし 、 当該所有者等に対し 通知する こ と が困難である と き

は、 こ の限り でない。  

４  第二項の規定によ り 空家等と 認めら れる 場所に立ち 入ろ う と する 者は、 その身分を

示す証明書を 携帯し 、 関係者の請求があっ たと き は、 こ れを提示し なければなら ない。  

５  第二項の規定によ る 立入調査の権限は、 犯罪捜査のために認めら れたも のと 解釈し

てはなら ない。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(空家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第十条 市町村長は、 固定資産税の課税その他の事務のために利用する 目的で保有する

情報であっ て氏名その他の空家等の所有者等に関する も のについては、 こ の法律の施行の

ために必要な限度において、 その保有に当たっ て特定さ れた利用の目的以外の目的のため

に内部で利用するこ と ができ る。  

２  都知事は、 固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理する も のと さ れている も

ののう ち 特別区の存する 区域においては都が処理する も のと さ れている も ののために利用

する 目的で都が保有する 情報であっ て、 特別区の区域内にある 空家等の所有者等に関する

も のについて、 当該特別区の区長から 提供を 求めら れたと き は、 こ の法律の施行のために

必要な限度において、 速やかに当該情報の提供を 行う も のと する。  

３  前項に定める も ののほか、 市町村長は、 こ の法律の施行のために必要がある と き は

、 関係する 地方公共団体の長、 空家等に工作物を 設置し ている 者その他の者に対し て、 空

家等の所有者等の把握に関し 必要な情報の提供を 求めるこ と ができ る。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(空家等に関するデータ ベースの整備等) 

第十一条 市町村は、 空家等(建築物を 販売し 、 又は賃貸する 事業を 行う 者が販売し 、 又

は賃貸する ために所有し 、 又は管理するも の(周辺の生活環境に悪影響を 及ぼさ ないよ う 適

切に管理さ れているも のに限る。 )を 除く 。 以下こ の条、 次条及び第十五条において同じ 。 )

に関する データ ベースの整備その他空家等に関する 正確な情報を 把握する ために必要な措

置を 講ずるよう 努めるも のと する。  
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(令五法五〇・ 一部改正) 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(所有者等によ る空家等の適切な管理の促進) 

第十二条 市町村は、 所有者等によ る 空家等の適切な管理を 促進する ため、 こ れら の者

に対し 、 情報の提供、 助言その他必要な援助を 行う よう 努めるも のと する。  

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置) 

第十三条 市町村長は、 空家等が適切な管理が行われていないこ と によ り そのまま 放置

すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれのある 状態にある と 認める と き は、 当該状

態にあると 認めら れる空家等(以下「 管理不全空家等」 と いう 。 )の所有者等に対し 、 基本指

針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。 )に即し 、 当該管理不全空家等が特

定空家等に該当する こ と と なる こ と を 防止する ために必要な措置を と る よ う 指導を する こ

と ができ る。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 指導を し た場合において、 なお当該管理不全空家等

の状態が改善さ れず、 そのまま放置すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれが大き

いと 認める と き は、 当該指導を し た者に対し 、 修繕、 立木竹の伐採その他の当該管理不全

空家等が特定空家等に該当する こ と と なる こ と を 防止する ために必要な具体的な措置につ

いて勧告するこ と ができ る。  

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等の管理に関する民法の特例) 

第十四条 市町村長は、 空家等につき 、 その適切な管理のため特に必要がある と 認める

と き は、 家庭裁判所に対し 、 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定に

よ る 命令又は同法第九百五十二条第一項の規定によ る 相続財産の清算人の選任の請求を す

るこ と ができ る。  

２  市町村長は、 空家等(敷地を 除く 。 )につき 、 その適切な管理のため特に必要がある と

認める と き は、 地方裁判所に対し 、 民法第二百六十四条の八第一項の規定によ る 命令の請

求を する こ と ができ る。  

３  市町村長は、 管理不全空家等又は特定空家等につき 、 その適切な管理のため特に必

要がある と 認める と き は、 地方裁判所に対し 、 民法第二百六十四条の九第一項又は第二百

六十四条の十四第一項の規定による命令の請求を するこ と ができ る。  

(令五法五〇・ 追加) 

第四章 空家等の活用に係る措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第十五条 市町村は、 空家等及び空家等の跡地(土地を 販売し 、 又は賃貸する 事業を 行う

者が販売し 、 又は賃貸する ために所有し 、 又は管理する も のを 除く 。 )に関する 情報の提供

その他こ れら の活用のために必要な対策を 講ずるよう 努めるも のと する。  

 

(令五法五〇・ 旧第十三条繰下) 
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(空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等) 

第十六条 空家等対策計画を 作成し た市町村(以下「 計画作成市町村」 と いう 。 )の長は、

空家等活用促進区域内の空家等(第七条第四項第二号に規定する 空家等の種類に該当するも

のに限る。 以下こ の条において同じ 。 )について、 当該空家等活用促進区域内の経済的社会

的活動の促進のために必要がある と 認める と き は、 当該空家等の所有者等に対し 、 当該空

家等について空家等活用促進指針に定めら れた誘導用途に供する ために必要な措置を 講ず

るこ と を 要請するこ と ができ る。  

２  計画作成市町村の長は、 前項の規定によ る 要請を し た場合において、 必要がある と

認める と き は、 その要請を 受けた空家等の所有者等に対し 、 当該空家等に関する 権利の処

分についてのあっ せんその他の必要な措置を講ずるよう 努めるも のと する。  

(令五法五〇・ 追加) 

(建築基準法の特例) 

第十七条 空家等対策計画(敷地特例適用要件に関する事項が定めら れたも のに限る。 )が

第七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を 含む。 )の規定によ り 公表さ れたと き

は、 当該公表の日以後は、 同条第六項に規定する 特例適用建築物に対する 建築基準法第四

十三条第二項第一号の規定の適用については、 同号中「 、 利用者」 と ある のは「 利用者」

と 、 「 適合する も ので」 と ある のは「 適合する も の又は空家等対策の推進に関する 特別措

置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合

を 含む。 )の規定により 公表さ れた同条第一項に規定する 空家等対策計画に定めら れた同条

第六項に規定する 敷地特例適用要件に適合する 同項に規定する 特例適用建築物で」 と する

。  

２  空家等対策計画(用途特例適用要件に関する事項が定めら れたも のに限る 。 )が第七条

第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。 )の規定により 公表さ れたと き は、 当

該公表の日以後は、 同条第五項に規定する 特例適用建築物に対する 建築基準法第四十八条

第一項から 第十三項までの規定の適用については、 同条第一項から 第十一項まで及び第十

三項の規定のただし 書の規定中「 特定行政庁が」 と ある のは「 特定行政庁が、 」 と 、 「 認

め、 」 と ある のは「 認めて許可し た場合」 と 、 同条第一項ただし 書中「 公益上やむを 得な

い」 と ある のは「 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第

七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を 含む。 )の規定により 公表さ れた同条第

一項に規定する空家等対策計画に定めら れた同条第九項に規定する 用途特例適用要件(以下

こ の条において「 特例適用要件」 と いう 。 )に適合する と 認めて許可し た場合その他公益上

やむを 得ない」 と 、 同条第二項から 第十一項まで及び第十三項の規定のただし 書の規定中

「 公益上やむを 得ない」 と ある のは「 特例適用要件に適合する と 認めて許可し た場合その

他公益上やむを 得ない」 と 、 同条第十二項ただし 書中「 特定行政庁が」 と ある のは「 特定

行政庁が、 特例適用要件に適合すると 認めて許可し た場合その他」 と する。  

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等の活用の促進についての配慮) 

第十八条 都道府県知事は、 第七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合を 含む

。 )の規定により 公表さ れた空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促進区域(市街化調整区

域に該当する区域に限る。 )内の空家等に該当する建築物(都市計画法第四条第十項に規定す
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る 建築物を いう 。 以下こ の項において同じ 。 )について、 当該建築物を 誘導用途に供するた

め同法第四十二条第一項ただし 書又は第四十三条第一項の許可(いずれも 当該建築物の用途

の変更に係る も のに限る。 )を 求めら れたと き は、 第七条第八項の協議の結果を 踏まえ、 当

該建築物の誘導用途と し ての活用の促進が図ら れるよう 適切な配慮を するも のと する。  

２  前項に定める も ののほか、 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 同項に規定する

空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促進区域内の空家等について、 当該空家等を 誘導

用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による 許可

その他の処分を 求めら れたと き は、 当該空家等の活用の促進が図ら れる よ う 適切な配慮を

するも のと する。  

(令五法五〇・ 追加) 

(地方住宅供給公社の業務の特例) 

第十九条 地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二

十一条に規定する 業務のほか、 空家等活用促進区域内において、 計画作成市町村から の委

託に基づき 、 空家等の活用のために行う 改修、 当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等

の活用に関する業務を 行う こ と ができ る。  

２  前項の規定によ り 地方住宅供給公社が同項に規定する 業務を 行う 場合における 地方

住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、 同条第三号中「 第二十一条に規定す

る 業務」 と ある のは、 「 第二十一条に規定する 業務及び空家等対策の推進に関する 特別措

置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十九条第一項に規定する 業務」 と する。  

(令五法五〇・ 追加) 

(独立行政法人都市再生機構の行う 調査等業務) 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律

第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、 計画作成市町村から の委託に基づき 、 空家

等活用促進区域内における 空家等及び空家等の跡地の活用によ り 地域における 経済的社会

的活動の促進を図るために必要な調査、 調整及び技術の提供の業務を 行う こ と ができ る。  

(令五法五〇・ 追加) 

(独立行政法人住宅金融支援機構の行う 援助) 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成

十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、 市町村又は第二十三条第一

項に規定する 空家等管理活用支援法人から の委託に基づき 、 空家等及び空家等の跡地の活

用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行う こ と ができ る。  

(令五法五〇・ 追加) 

第五章 特定空家等に対する措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第二十二条 市町村長は、 特定空家等の所有者等に対し 、 当該特定空家等に関し 、 除却

、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を 図るために必要な措置(そのまま放置

すれば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそ

れのある状態にない特定空家等については、 建築物の除却を 除く 。 次項において同じ 。 )を

と るよう 助言又は指導をする こ と ができ る。  
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２  市町村長は、 前項の規定によ る 助言又は指導を し た場合において、 なお当該特定空

家等の状態が改善さ れないと 認める と き は、 当該助言又は指導を 受けた者に対し 、 相当の

猶予期限を 付けて、 除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を 図る ために

必要な措置を と るこ と を勧告するこ と ができ る。  

３  市町村長は、 前項の規定によ る 勧告を 受けた者が正当な理由がなく てその勧告に係

る 措置を と ら なかっ た場合において、 特に必要がある と 認める と き は、 その者に対し 、 相

当の猶予期限を付けて、 その勧告に係る措置を と るこ と を 命ずるこ と ができ る。  

４  市町村長は、 前項の措置を 命じ よ う と する 場合においては、 あら かじ め、 その措置

を 命じ よ う と する 者に対し 、 その命じ よ う と する 措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を 記載し た通知書を 交付し て、 その措置を 命じ よ う と する 者又はその代理人

に意見書及び自己に有利な証拠を 提出する機会を 与えなければなら ない。  

５  前項の通知書の交付を 受けた者は、 その交付を 受けた日から 五日以内に、 市町村長

に対し 、 意見書の提出に代えて公開によ る 意見の聴取を 行う こ と を 請求する こ と ができ る

。  

６  市町村長は、 前項の規定によ る 意見の聴取の請求があっ た場合においては、 第三項

の措置を 命じ よ う と する 者又はその代理人の出頭を 求めて、 公開によ る 意見の聴取を 行わ

なければなら ない。  

７  市町村長は、 前項の規定によ る 意見の聴取を 行う 場合においては、 第三項の規定に

よ っ て命じ よ う と する 措置並びに意見の聴取の期日及び場所を 、 期日の三日前までに、 前

項に規定する者に通知すると と も に、 こ れを公告し なければなら ない。  

８  第六項に規定する 者は、 意見の聴取に際し て、 証人を 出席さ せ、 かつ、 自己に有利

な証拠を 提出するこ と ができ る。  

９  市町村長は、 第三項の規定によ り 必要な措置を 命じ た場合において、 その措置を 命

ぜら れた者がその措置を 履行し ないと き 、 履行し ても 十分でないと き 又は履行し ても 同項

の期限までに完了する見込みがないと き は、 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の

定める と こ ろ に従い、 自ら 義務者のなすべき 行為を し 、 又は第三者を し てこ れを さ せる こ

と ができ る。  

１ ０  第三項の規定によ り 必要な措置を 命じ よ う と する 場合において、 過失がなく てそ

の措置を 命ぜら れるべき 者(以下こ の項及び次項において「 命令対象者」 と いう 。 )を 確知す

る こ と ができ ないと き (過失がなく て第一項の助言若し く は指導又は第二項の勧告が行われ

る べき 者を 確知する こ と ができ ないため第三項に定める 手続によ り 命令を 行う こ と ができ

ないと き を 含む。 )は、 市町村長は、 当該命令対象者の負担において、 その措置を 自ら 行い

、 又はその命じ た者若し く は委任し た者(以下こ の項及び次項において「 措置実施者」 と い

う 。 )にその措置を 行わせる こ と ができ る。 こ の場合においては、 市町村長は、 その定めた

期限内に命令対象者においてその措置を 行う べき 旨及びその期限までにその措置を 行わな

いと き は市町村長又は措置実施者がその措置を 行い、 当該措置に要し た費用を 徴収する 旨

を 、 あら かじ め公告し なければなら ない。  

１ １  市町村長は、 災害その他非常の場合において、 特定空家等が保安上著し く 危険な

状態にある 等当該特定空家等に関し 緊急に除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を 図る ために必要な措置を と る 必要がある と 認める と き で、 第三項から 第八項ま
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での規定によ り 当該措置を と る こ と を 命ずる いと ま がないと き は、 こ れら の規定にかかわ

ら ず、 当該特定空家等に係る 命令対象者の負担において、 その措置を 自ら 行い、 又は措置

実施者に行わせるこ と ができ る。  

１ ２  前二項の規定によ り 負担さ せる 費用の徴収については、 行政代執行法第五条及び

第六条の規定を準用する。  

１ ３  市町村長は、 第三項の規定によ る 命令を し た場合においては、 標識の設置その他

国土交通省令・ 総務省令で定める方法により 、 その旨を公示し なければなら ない。  

１ ４  前項の標識は、 第三項の規定によ る 命令に係る 特定空家等に設置する こ と ができ

る 。 こ の場合においては、 当該特定空家等の所有者等は、 当該標識の設置を 拒み、 又は妨

げてはなら ない。  

１ ５  第三項の規定による命令については、 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章

(第十二条及び第十四条を 除く 。 )の規定は、 適用し ない。  

１ ６  国土交通大臣及び総務大臣は、 特定空家等に対する 措置に関し 、 その適切な実施

を 図るために必要な指針を 定めるこ と ができ る。  

１ ７  前各項に定める も ののほか、 特定空家等に対する 措置に関し 必要な事項は、 国土

交通省令・ 総務省令で定める 。  

(令五法五〇・ 旧第十四条繰下・ 一部改正) 

第六章 空家等管理活用支援法人 

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等管理活用支援法人の指定) 

第二十三条 市町村長は、 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規

定する 特定非営利活動法人、 一般社団法人若し く は一般財団法人又は空家等の管理若し く

は活用を 図る 活動を 行う こ と を 目的と する 会社であっ て、 次条各号に掲げる 業務を 適正か

つ確実に行う こ と ができ る と 認めら れる も のを 、 その申請によ り 、 空家等管理活用支援法

人(以下「 支援法人」 と いう 。 )と し て指定するこ と ができ る。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 指定を し たと き は、 当該支援法人の名称又は商号、

住所及び事務所又は営業所の所在地を 公示し なければなら ない。  

３  支援法人は、 その名称若し く は商号、 住所又は事務所若し く は営業所の所在地を 変

更すると き は、 あら かじ め、 その旨を 市町村長に届け出なければなら ない。  

４  市町村長は、 前項の規定によ る 届出があっ たと き は、 当該届出に係る 事項を 公示し

なければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(支援法人の業務) 

第二十四条 支援法人は、 次に掲げる 業務を行う も のと する。  

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を 行おう と する 者に対し 、 当該空家

等の管理又は活用の方法に関する 情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又

はその活用を 図るために必要な援助を 行う こ と 。  

 

二 委託に基づき 、 定期的な空家等の状態の確認、 空家等の活用のために行う 改修その
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他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行う こ と 。  

三 委託に基づき 、 空家等の所有者等の探索を 行う こ と 。  

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を 行う こ と 。  

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を 行う こ と 。  

六 前各号に掲げる も ののほか、 空家等の管理又は活用を 図る ために必要な事業又は事

務を 行う こ と 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(監督等) 

第二十五条 市町村長は、 前条各号に掲げる 業務の適正かつ確実な実施を 確保する ため

必要がある と 認める と き は、 支援法人に対し 、 その業務に関し 報告を さ せる こ と ができ る

。  

２  市町村長は、 支援法人が前条各号に掲げる 業務を 適正かつ確実に実施し ていないと

認める と き は、 支援法人に対し 、 その業務の運営の改善に関し 必要な措置を 講ずべき こ と

を 命ずる こ と ができ る。  

３  市町村長は、 支援法人が前項の規定によ る 命令に違反し たと き は、 第二十三条第一

項の規定による指定を 取り 消すこ と ができ る。  

４  市町村長は、 前項の規定によ り 指定を 取り 消し たと き は、 その旨を 公示し なければ

なら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(情報の提供等) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、 支援法人に対し 、 その業務の実施に関し 必要な情

報の提供又は指導若し く は助言を するも のと する。  

２  市町村長は、 支援法人から その業務の遂行のため空家等の所有者等を 知る 必要があ

る と し て、 空家等の所有者等に関する 情報(以下こ の項及び次項において「 所有者等関連情

報」 と いう 。 )の提供の求めがあっ たと き は、 当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で

、 当該支援法人に対し 、 所有者等関連情報を提供するも のと する。  

３  前項の場合において、 市町村長は、 支援法人に対し 所有者等関連情報を 提供する と

き は、 あら かじ め、 当該所有者等関連情報を 提供する こ と について本人(当該所有者等関連

情報によ っ て識別さ れる特定の個人を いう 。 )の同意を 得なければなら ない。  

４  前項の同意は、 その所在が判明し ている者に対し て求めれば足り る。  

(令五法五〇・ 追加) 

(支援法人によ る空家等対策計画の作成等の提案) 

第二十七条 支援法人は、 その業務を 行う ために必要がある と 認める と き は、 市町村に

対し 、 国土交通省令・ 総務省令で定める と こ ろ によ り 、 空家等対策計画の作成又は変更を

する こ と を 提案する こ と ができ る 。 こ の場合においては、 基本指針に即し て、 当該提案に

係る空家等対策計画の素案を 作成し て、 こ れを 提示し なければなら ない。  

２  前項の規定によ る 提案を 受けた市町村は、 当該提案に基づき 空家等対策計画の作成

又は変更を する か否かについて、 遅滞なく 、 当該提案を し た支援法人に通知する も のと す

る 。 こ の場合において、 空家等対策計画の作成又は変更を し ないこ と と する と き は、 その



 

4 1  

 

理由を明ら かにし なければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(市町村長への要請) 

第二十八条 支援法人は、 空家等、 管理不全空家等又は特定空家等につき 、 その適切な

管理のため特に必要がある と 認める と き は、 市町村長に対し 、 第十四条各項の規定によ る

請求をするよう 要請するこ と ができ る。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 要請があっ た場合において、 必要がある と 認める と

き は、 第十四条各項の規定による請求を するも のと する。  

３  市町村長は、 第一項の規定によ る 要請があっ た場合において、 第十四条各項の規定

によ る 請求を する 必要がないと 判断し たと き は、 遅滞なく 、 その旨及びその理由を 、 当該

要請をし た支援法人に通知するも のと する。  

(令五法五〇・ 追加) 

第七章 雑則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第二十九条 国及び都道府県は、 市町村が行う 空家等対策計画に基づく 空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 空家等に関する 対策の実施に要する 費用に対す

る補助、 地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を 講ずるも のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 前項に定める も ののほか、 市町村が行う 空家等対策計画に

基づく 空家等に関する 対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるも のと する 。  

(令五法五〇・ 旧第十五条繰下・ 一部改正) 

第八章 罰則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第三十条 第二十二条第三項の規定によ る 市町村長の命令に違反し た者は、 五十万円以

下の過料に処する。  

２  第九条第二項の規定によ る 報告を せず、 若し く は虚偽の報告を し 、 又は同項の規定

による立入調査を 拒み、 妨げ、 若し く は忌避し た者は、 二十万円以下の過料に処する。  

(令五法五〇・ 旧第十六条繰下・ 一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

１  こ の法律は、 公布の日から 起算し て三月を 超えない範囲内において政令で定める 日

から 施行する 。 ただし 、 第九条第二項から 第五項ま で、 第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から 起算し て六月を 超えない範囲内において政令で定める日から 施行する。  

(平成二七年政令第五〇号で、 本文に係る 部分は、 平成二七年二月二六日から 、 ただし 書

に係る部分は、 平成二七年五月二六日から 施行) 

(検討) 

 

２  政府は、 こ の法律の施行後五年を 経過し た場合において、 こ の法律の施行の状況を
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勘案し 、 必要がある と 認める と き は、 こ の法律の規定について検討を 加え、 その結果に基

づいて所要の措置を講ずるも のと する。  

附 則 (令和五年六月一四日法律第五〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 こ の法律は、 公布の日から 起算し て六月を 超えない範囲内において政令で定め

る日から 施行する。 ただし 、 附則第三条の規定は、 公布の日から 施行する。  

(令和五年政令第三三一号で令和五年一二月一三日から 施行) 

(経過措置) 

第二条 地方自治法の一部を 改正する 法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規

定する 施行時特例市に対する こ の法律によ る 改正後の空家等対策の推進に関する 特別措置

法(以下こ の条において「 新法」 と いう 。 )第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用に

ついては、 新法第七条第八項中「 及び同法」 と ある のは「 、 同法」 と 、 「 中核市」 と ある

のは「 中核市及び地方自治法の一部を 改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二

条に規定する施行時特例市」 と する。  

２  新法第二十二条第十項及び第十二項(同条第十項に係る部分に限る。 )の規定は、 こ の

法律の施行の日(以下こ の条及び附則第六条において「 施行日」 と いう 。 )以後に新法第二十

二条第十項後段の規定によ る 公告を 行う 場合について適用し 、 施行日前にこ の法律によ る

改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法(次項において「 旧法」 と いう 。 )第十四条第

十項後段の規定による公告を 行っ た場合については、 なお従前の例による。  

３  新法第二十二条第十一項及び第十二項(同条第十一項に係る 部分に限る。 )の規定は、

施行日以後に同条第二項の規定によ る 勧告を 行う 場合について適用し 、 施行日前に旧法第

十四条第二項の規定による勧告を 行っ た場合については、 なお従前の例による。  

(政令への委任) 

第三条 前条に定める も ののほか、 こ の法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する

経過措置を含む。 )は、 政令で定める。  

(検討) 

第四条 政府は、 こ の法律の施行後五年を 目途と し て、 こ の法律によ る 改正後の規定に

ついて、 その施行の状況等を 勘案し て検討を 加え、 必要があると 認める と き は、 その結果

に基づいて所要の措置を講ずるも のと する。  
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【 資料編２ 】 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を 改正する法律（ 概要）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 資料編３ 】 管理指針、 管理不全空家の参考基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 
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出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 
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【 資料編４ 】 大津町空家等対策推進協議会設置要綱 

 

平成3 1 年４ 月1 8 日 

要綱第3 3 号 

（ 設置）  

第１ 条 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成2 6 年法律第1 2 7 号。 以下「 法」 と い

う 。 ） 第７ 条第１ 項の規定に基づき 、 大津町空家等対策推進協議会（ 以下「 協議会」 と い

う 。 ） を 設置する。  

 

（ 所掌事務）  

第２ 条 協議会は、 次に掲げる事項について協議する。  

(1 ) 法第６ 条第１ 項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関するこ と 。  

(2 ) 空家等の調査等に関するこ と 。  

(3 ) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断及び特定空家等に対する措置に関するこ と 。  

(4 ) 空家等に関する対策の推進に関し 、 町長が必要と 認めるこ と 。  

 

（ 組織）  

第３ 条 協議会は、 委員1 5 人以内で組織する。  

２  委員は、 町長のほか、 次に掲げる者のう ちから 町長が委嘱する 

(1 ) 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する学識経験者 

(2 ) 町議会の議員 

(3 ) 地域住民 

(4 ) 関係行政機関の職員 

(5 ) その他町長が必要と 認める者 

３  委員の任期は２ 年と する 。 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と

する。  

４  委員は、 再任さ れるこ と ができ る。  

５  委員は、 職務上知り 得た秘密を 漏ら し てはなら ない。 その職を 退いた後も 、 同様と する 。  

 

（ 会長及び副会長）  

第４ 条 協議会に会長１ 人及び副会長１ 人を 置く 。  

２  会長は、 町長をも つて充て、 副会長は、 委員の互選と する。  

３  会長は、 協議会を 代表し 、 会務を 総理する。  

４  副会長は、 会長を 補佐し 、 会長に事故があると き 、 又は欠けたと き はその職務を 代理す

る。  

 

（ 会議）  
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第５ 条 協議会は、 必要に応じ て会長が召集し 、 会長が議長と なる。  

２  協議会は、 委員の過半数の出席によつて成立し 、 協議会の議事は、 出席委員の過半数によ

つて決する。  

３  協議会は、 委員が事故その他やむを 得ない理由により 協議会に出席でき ないと き は、 あら

かじ め会長の承認を 得て、 代理者を 出席さ せるこ と ができ る。 こ の場合において、 町長の代

理者は、 副町長と する。  

 

（ 意見の聴取）  

第６ 条 協議会は、 必要がある と 認めると き は、 委員以外の者を 協議会に出席さ せ、 意見を 聴

く こ と ができ る。  

 

（ 会議の公開等）  

第７ 条 会議は、 原則公開する 。 ただし 、 公開・ 公表によ り 当事者若し く は第三者の権利及び

利益、 又は公共の利益を 害するおそれがある と 会長が認めた場合は、 協議会に諮り 、 その全

部又は一部を 非公開と するこ と ができ る。  

２  会長は、 必要があると 認める と き は、 傍聴人の数を 制限し 、 又は傍聴人を 退場さ れる こ と

ができ る。  

 

（ 庶務）  

第８ 条 協議会の庶務は、 総合政策課において処理する。  

 

（ 委任）  

第９ 条 こ の要綱に定めるも ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は別に定める。  

 

附 則 

こ の要綱は、 平成3 1 年４ 月1 8 日から 施行する。  
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【 資料編５ 】 大津町空き 家バンク 制度実施要綱 

 

平成3 1 年４ 月1 8 日 

要綱第3 4 号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 本町における空き 家の有効活用を 図り 、 地域の活性化及び景観の保全に

資するため実施する 大津町空き 家バン ク 制度の実施について必要な事項を 定めるも のと する 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ

ろ による。  

(1 ) 空き 家 個人が居住を 目的と し て建築し 、 現に居住し ていない（ 近く 居住し なく なる予

定のも のを 含む。 ） 建物及びその敷地で、 本町の区域内（ 以下「 町内」 と いう 。 ） にある

も のをいう 。  

(2 ) 空き 地 住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地（ 近く 更地と な

る 予定のも のを含む。 ） で、 町内にあるも のを いう 。  

(3 ) 所有者等 空き 家及び空き 地（ 以下「 空き 家等」 と いう 。 ） に係る所有権その他の権利

を 有し 、 当該空き 家等の売買、 賃貸等を行う こ と ができ る者を いう 。  

(4 ) 空き 家バンク  所有者等から 申込みを受けた空き 家等の情報を登録し 、 地域の活性化や

定住等を 目的と し て空き 家等の利用を 希望する 者（ 以下「 利用希望者」 と いう 。 ） に対し

情報を提供する仕組みをいう 。  

 

（ 適用上の注意）  

第３ 条 こ の要綱は、 空き 家バンク 制度以外による空き 家等の取引を妨げる も のではない。  

 

（ 空き 家等の登録）  

第４ 条 空き 家バンク に登録し よ う と する 所有者等は、 空き 家バン ク 登録申込書（ 様式第１ 号）

に次に掲げる書類を添えて、 町長に提出し なければなら ない。  

(1 ) 空き 家バンク 登録カ ード （ 様式第２ 号）  

(2 ) 土地及び建物の登記事項証明書（ 全部事項証明書に限る。 ）  

(3 ) 位置図、 間取り 図 

(4 ) 申込みの日の属する年度の前年度分の市町村税に滞納がないこ と を 証する書類 

(5 ) 前各号に掲げるも ののほか、 町長が必要と 認める書類 

２  町長は、 前項の規定によ る 登録の申込みがあつたと き は、 その内容等を 確認し 、 当該空き

家等を 調査の上、 適当と 認めると き は、 空き 家バン ク に登録する も のと する 。 ただし 、 該当

空き 家が次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。  

(1 ) 所有者が、 暴力団員によ る 不当な行為等の防止に関する法律（ 平成３ 年法律第7 7 号）

第２ 条第２ 号に規定する 暴力団若し く は同条第６ 号に規定する暴力団員又はそれら と 密接
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な関係を 有し ているも のであると き 。  

(2 ) 前号に掲げるも ののほか、 町長が空き 家バンク への登録が適当でないと 認めると き 。  

３  町長は、 前項の規定によ る 登録を し たと き は、 空き 家バン ク 登録完了通知書（ 様式第３ 号）

により 当該空き 家等の所有者等に通知するも のと する。  

４  町長は、 第２ 項の規定によ る 登録を し ていない空き 家等で、 空き 家バン ク に登録する こ と

が適当と 認める も のは、 当該空き 家等の所有者等に対し て空き 家バン ク への登録を 勧める も

のと する。  

 

（ 空き 家バンク 登録事項の変更）  

第５ 条 前条第３ 項の規定によ る 登録の通知を 受けた者（ 以下「 物件登録者」 と いう 。 ） は、

当該登録事項に変更があつたと き は遅滞なく 、 空き 家バン ク 登録変更届出書（ 様式第４ 号）

を 町長に提出し なければなら ない。  

 

（ 空き 家バンク 登録の抹消）  

第６ 条 町長は、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 空き 家バン ク の登録を 抹消する こ と

ができ る。  

(1 ) 物件登録者が登録の抹消を申し 出たと き 。  

(2 ) 空き 家等に関する所有権その他の権利に移動があつたと き 。  

(3 ) 空き 家バンク の登録に関し て不正や偽り などが判明し たと き 。  

(4 ) 登録から ２ 年を 経過し たと き 。 ただし 、 改めて登録申込みを 行う こ と により 再登録し た

場合は、 こ の限り でない。  

(5 ) 第４ 条第２ 項各号に掲げる者と なつたと き 。  

(6 ) 前各号に掲げるも ののほか、 町長が抹消すべき 理由が生じ たと 認めると き 。  

２  前項第１ 号又は第２ 号に該当する と き において、 物件登録者は、 空き 家バンク 登録抹消届

出書（ 様式第５ 号） を 町長に提出し なければなら ない。  

３  町長は、 第１ 項の規定によ り 空き 家バン ク の登録を 抹消し たと き は、 空き 家バンク 登録抹

消通知書（ 様式第６ 号） により 当該物件登録者に通知するも のと する。  

 

（ 利用希望者の登録）  

第７ 条 利用希望者は、 空き 家バンク 利用登録申込書（ 様式第７ 号） に次に掲げる 書類を 添え

て町長に提出し なければなら ない。  

(1 ) 空き 家バンク 利用登録カ ード （ 様式第８ 号）  

(2 ) 前号に掲げるも ののほか、 町長が必要と 認める書類 

２  町長は、 前項の規定によ る 登録の申込みがあつたと き は、 その内容を 確認し 、 空き 家バン

ク 利用者台帳に登録するも のと する。  

３  町長は、 前項の規定によ る 登録を し たと き は、 空き 家バン ク 利用登録完了通知書（ 様式第

９ 号） を 当該利用者に通知するも のと する。  
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（ 利用登録事項の変更）  

第８ 条 前条第３ 項の規定によ る 登録の通知を 受けた者（ 以下「 利用登録者」 と いう 。 ） は、

当該登録事項に変更があつたと き は、 遅滞なく 空き 家バンク 利用登録変更届出書（ 様式第1 0

号） を 町長に提出し なければなら ない。  

 

（ 利用登録の抹消）  

第９ 条 町長は、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 空き 家バン ク 利用者台帳の登録を 抹

消するこ と ができ る。  

(1 ) 利用登録者が登録の抹消を申し 出たと き 。  

(2 ) 登録内容に虚偽があつたと き 。  

(3 ) 暴力団員によ る 不当な行為等の防止に関する法律（ 平成３ 年法律第7 7 号） 第２ 条第２

号に規定する暴力団若し く は同条第６ 号に規定する 暴力団員又はそれら と 密接な関係を 有

し ている者に該当する と き 。  

(4 ) 登録から ２ 年を 経過し たと き 。 ただし 、 改めて登録申込みを 行う こ と により 、 再登録し

た場合は、 こ の限り でない。  

(5 ) 前各号に掲げるも ののほか、 町長が抹消すべき 理由が生じ たと 認めると き 。  

２  前項第２ 号に該当する 場合において、 利用登録者は、 空き 家バン ク 利用登録抹消届出書

（ 様式第1 1 号） を 町長に提出し なければなら ない。  

３  町長は、 第１ 項の規定によ り 空き 家バン ク 利用者台帳の登録を 抹消し たと き は、 空き 家バ

ンク 利用登録抹消通知書（ 様式第1 2 号） を 当該利用登録者に通知するも のと する。  

 

（ 情報提供等）  

第1 0 条 町長は、 空き 家バン ク に登録し た情報のう ち個人情報以外の情報を 町のホームページ

等により 公開し 、 必要に応じ て、 物件登録者、 利用登録者、 一般社団法人熊本県宅地建物取

引業協会並びに公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部及びその会員（ 以下「 指定取引業

者」 と いう 。 ） に対し て、 空き 家バン ク 及び空き 家バンク 利用者台帳に登録さ れた情報を 提

供するも のと する。  

 

（ 交渉及び契約）  

第1 1 条 物件登録者と 利用登録者と の間における空き 家等に関する売買、 賃貸借等の交渉及び

契約については、 原則と し て、 指定取引業者の媒介により 行う も のと する。  

２  町長は、 物件登録者と 利用登録者と の間における 空き 家等に関する売買、 賃貸借等の交渉

及び契約等については、 直接こ れに関与し ない。  

 

（ 個人情報の取扱い）  

第1 2 条 物件登録者及び利用登録者は、 空き 家バンク 制度における個人情報の取扱いについて、

次に掲げる事項に留意の上適正に取り 扱わなければなら ない。 こ の登録が解除さ れた後にお

いても 同様と する。  

(1 ) 個人情報を 正当な理由なく 他に漏ら し 、 又は自己の利益若し く は不当な目的のために取
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得、 収集、 作成及び利用を し ないこ と 。  

(2 ) 個人情報を 損傷、 滅失又は改ざんをするこ と のないよ う 適正に管理する こ と 。  

(3 ) 空き 家バンク から 取得し た個人情報にあつては、 当該個人情報を 町長の承諾なく し て複

写又は複製を し てはなら ないこ と 。  

(4 ) 保有する必要がなく なつた個人情報は、 確実かつ速やかに廃棄又は消去を するこ と 。  

(5 ) 個人情報について、 漏えい、 毀損、 滅失等の事案が発生し た場合は、 町長に速やかに報

告し 、 その指示に従う こ と 。  

 

（ 交渉等の結果の報告）  

第1 3 条 町長は、 こ の要綱の目的を達成するために必要な限度において、 物件登録者及び、 利

用登録者又は指定取引業者に対し 、 交渉等の結果について報告を 求めるも のと する。  

 

（ その他）  

第1 4 条 こ の要綱の施行に関し 必要な事項は、 町長が別に定める。  

 

附 則 

こ の要綱は、 平成3 1 年４ 月1 8 日から 施行する。  

 

（ 様式略）  
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現行計画の課題と 第２ 次大津町空家等対策計画への反映

課題 基本的な方針 方向性 計画への反映

管理者意識の
希薄化

所有者等の意識の
啓発及び相談体制
の構築

所有者等・ 住民への意
識啓発の充実化

・ 所有者等への働きかけによる意識の
醸成
・ 住民への空き家問題に関する広報や
ホームページ等による幅広い意識啓発
の実施

空き 家バンク
活用不十分

所有者等の課題に
応じ た支援策の検
討

活用可能な空家は改修
し て利活用を促進

・ 空き家バンク 登録物件への改修費用
助成による居住・ 地域利用の促進

解体資金などの
不足

管理不全空家等・
特定空家等に対す
る優先的な取り 組
み

管理不全空家等・ 特定
空家等の適正管理・ 除
却を促進するための施
策

・ 周辺に悪影響を及ぼす危険な空家等
の除却の促進
・ 除却件数を成果指標に設定
・ 空家等対策推進協議会を定期開催し 、
取組実績を検証

地域や関係団体
などと の連携不
足

地域住民・ 関係団
体と の連携

地域住民・ 関係団体と
の連携強化

・ 庁内体制に加え、 地域・ 団体・ 専門
家と の情報共有と 協働体制を強化し 、
総合的に推進
・ 空家等対策推進協議会を定期開催し 、
情報共有

空家等対策に関する取組一覧（ 補助金・ 啓発）

• 老朽危険空家などの解体撤去を行う 所有者などに、 その費用の一部を補助

• 補助金額 上限 50 万円

• 補助対象者 ①か②を満たす人

①老朽危険空家などの所有者またはその相続人（ 法人などを除く ）

②老朽危険空家などが所在する敷地の所有者またはその相続人

大津町老朽危険空

家等除却促進事業

• 空き家バンク 制度を通じ て空き家を購入又は賃貸借し た者が行う 改修等に

対し てその費用の一部を補助

• 補助金額 上限100万円

• 補助対象者 ①か②を満たす人

①空き家バンク 登録物件において賃貸借契約を締結し た所有者又は利用者

②空き家バンク 登録物件を購入し た利用者

大津町空き 家改修

等事業補助金

計画改定の方向性

空き 家の現状や国の動向等を 踏まえた本町の計画改定の方向性のポイ ント

①家屋所有者だけでなく 、 広く 住民に向けた空き 家抑制に関する意識啓発の拡充
②管理不全な空き 家にし ないための支援制度（ 除却費用・ 改修費用補助等） の促進
③関係部局の施策と 連携し た空き 家の発生抑制や利活用等の促進
④空家の活用に向けた民間事業者等の取組に対する支援の強化
⑤空き 家問題に対応するため随時計画の見直し を実施

• 町から 発送する固定資産税納税通知書に、 空き家の適正管理と 空き 家バン
ク 制度の啓発に関するチラ シを同封

• 町で使用する広告付き封筒に空き家バンク の相談窓口等を記載

• 広報誌で、 空き家の適正管理について情報発信

空家等対策

啓発
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大津町空き家バンク制度

空き家を売りたい・貸したい人 空き家を買いたい・借りたい人

① 賃貸・売買物件の登録申請

賃貸・売買物件の提供を希望される方は、「空き

家バンク登録申込書」へ必要事項を記載のうえ、

土地・建物登記簿等を必ず添付し、役場総合政

策課に提出してください。

② 現地調査

不動産業者による調査などにより、物件の確認を

行います。

調査後、「空き家バンク登録台帳」に登録します。

③ 空き家情報提供

町のホームページ等で情報の提供を行います。

④ 物件の交渉

利用希望の申込があった場合、物件提供者へ町

から連絡し、宅地建物取引業者（注２）の仲介に

より交渉となります。

① 空き家情報提供

町のホームページで空き家情報の提供を行って

います。なお、ホームページがご覧になれない場

合や窓口にお越しになれない場合は、問い合わ

せいただければ資料を送ります。

② 問い合わせ

空き家情報及び町の情報などに関する問い合わ

せを、電話、メールまたは窓口にてお受けしてい

ます。

③ 空き家バンクへの登録

申し込みは、「空き家バンク」利用登録申請書へ

必要事項を記載のうえ、役場総合政策課に提出

してください。

④ 見学・相談

利用登録を完了後、空き家物件の詳細情報を提

供いたします。

ご希望の物件等ございましたら、空き家の見学・

相談を行いますので、事前にご連絡ください。

⑤ 物件交渉の申し込み

物件の交渉を希望される方は、申し込みが必要と

なります。

物件交渉申込書に必要事項を記入し、申し込みく

ださい。

⑥ 物件の交渉

利用希望の申込があった場合、物件提供者へ町

から連絡し、宅地建物取引業者（注２）の仲介に

より交渉となります。

注１：この制度は、町内の空き家等を賃貸及び売却を希望する所有者から物件の提供を求め、町の「空き家バンク」へ登録

した情報を希望する方へ提供を行うものです。

また、この事業は、大津町民と都市住民の交流拡大及び定住促進により地域の活性化を図ることを目的として実施

しているものです。

注２：町は、売買または賃貸借の仲介をおこなっていません。

仲介行為や賃貸借又は売買契約の締結については、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に

規定する宅地建物取引業者へ依頼します。
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　町内の賃貸・売却できる空き家を登
録してもらい、その物件情報を大津町
への移住を希望される方や住居をお探
しの方へ、提供する仕組みです。

空き家バンク制度のしくみ

空
き
家
の
利
用
希
望
者

（

住
み
替
え
や
Ｕ
タ
ー
ン
希
望
者

）

○
買
い
た
い

○
借
り
た
い

空き家

バンク
（大津町役場）

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
情
報
発
信

・
利
活
用
の
相
談
受
付

・
相
談
、
マ
ッ
チ
ン
グ
等

空き家の

情報提供

利用希望者

の連絡

問い合わせ

相 談

利用登録

問い合わせ

相 談

登 録空
き
家
等
の
所
有
者

（

貸
し
た
い
・
売
り
た
い
人

）

○
貸
し
た
い

○
売
り
た
い 宅地建物取引業協会

全日本不動産協会
（売買・賃貸契約の交渉や契約をサポート）
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大津町空き家改修等事業補助金交付要綱 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【補助金額】 

補助対象者 用途 
申請者の 

住所票異動 
補助率 

補助 

上限額 

利用者 

個人 

（１）自己の居住用 あり ２分の１ 

１００万円 

（２）居住用賃貸物件 なし ３分の１ 

（３）宿泊施設 — 

３分の１ 
法人 

（４）居住用賃貸物件 — 

（５）宿泊施設 — 

所有者 
個人 

（６）居住用賃貸物件 
— 

法人 — 

 

  例） （１）の場合 改修費 330 万円（税込み） 

      33０万円－3０万円（消費税分）×1/2＝150 万円 ≧100 万円（上限） 

大津町空き家バンクへの登録（大津町空き家バンク制度実施要綱） 

【補助対象者】 

① 空き家バンク登録物件において賃貸借契約を締結した所有者又は利用者 

② 空き家バンク登録物件を購入した利用者 

【補助対象事業】 

住居又は営業目的の宿泊施設（旅館業法第２号）として行う下表の事業 

対象となる事業 内容 

間取りの変更 間取りの変更、部屋等の増築・減築 

設備の改修 給排水設備電気設備上下水道工事 

耐久性能改修 床、畳の張替え・表替え、壁、天井改修 など 

省エネ改修 断熱材の設置、窓の断熱改修 

防災、防犯対策改修 雨戸の設置・改修、火災報知器の設置・交換など 

エクステリア改修 建物と一体となったテラス、ベランダの設置・改修 など 

物品撤去  家財等の撤去・処分 

 

売買・賃貸借 

改修等希望 
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⼤津町空き家改修等事業補助⾦ 

補助制度利⽤の⼿引き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 

〒869-1292 

熊本県菊池郡⼤津町⼤字⼤津１２３３番地 

⼤津町 総務部 総合政策課 

TEL 096-293-3118 

FAX 096-293-4836 

MAIL sougou@town.ozu.kumamoto.jp 
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１．補助対象者 

   補助金の交付を受けることができる人（補助対象者）は、次の（1）又は（2）に該当する人です。 

（空き家バンクの登録が必要です） 

   （1）空き家バンク登録物件において、賃貸借契約を締結した所有者（貸主）又は利用者（借主） 

   （2）空き家バンク登録物件を購入した利用者 

      ※所有者…大津町空き家バンク制度実施要綱に規定する所有者 

      ※利用者…大津町空き家バンク制度実施要綱に規定する利用登録者 

    

 なお、次の事項のいずれかに該当する人は、補助金の交付をうけることはできません。 

    ・町税等を滞納している人 

    ・3 親等以内の親族間において、当該空き家に係る売買契約又は賃貸借契約を締結した人 

    ・補助対象事業に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けている人。ただし、耐震改 

修工事は除く。 

    ・暴力団員又は暴力団、もしくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する人 

    ・暴力団員又は暴力団、もしくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する人と当該空き家に係 

る売買契約又は賃貸借契約を締結した人 

 

２．補助対象事業 

次の条件をすべて満たす事業が対象となります。補助の対象となるのは、空き家１戸につき１回に 

限りです。 

① 空き家を住居又は宿泊施設（※1）として利用するために行う別表 1 に定める事業 

② 交付決定日の属する年度の 2 月末日までに完了できる事業 

※1 旅館業法第 2 条に規定する営業を目的とした施設 

＜別表 1＞ 

対象となる事業 内容 

間取りの変更 間取りの変更、部屋等の増築・減築 

設備の改修 給排水設備 水回り（台所、浴室、便所、洗面所）の改修、給湯設備の設

置・改修 等 

電気設備 引込配線工事、分電盤工事、コンセント増設 等 

上下水道工事 宅内配管工事（井戸水を使用する場合は、ポンプの交換

を含む。）ただし、上水道設備又は井戸設備のどちらかの

みとする。 

耐久性能改修 床、畳の張替え・表替え、壁、天井改修（クロス、タイルの張替え等）、建具、サ

ッシ交換、屋根改修（雨漏り修繕含む）、外壁塗装 等 

省エネ改修 断熱材の設置、窓の断熱改修 等 

防災、防犯対策改修 雨戸の設置・改修、火災報知器の設置・交換、インターホンの設置・交換 等 

エクステリア改修 建物と一体となったテラス、ベランダの設置・改修 等 

物品撤去 家財等の撤去・処分 

【対象外の工事】 

 ① 外構工事（塀、門扉、庭、車庫、カーポート、倉庫、アプローチ等） 

 ② 庭木の剪定及び除草等 
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 ③ 住宅構造の改修工事を伴わない備品等の購入及び設置工事 

（エアコン等の電化製品、照明器具、テレビアンテナ、家具、カーテン、物置、太陽光パネル等） 

 ④ インターネット回線工事 

 ⑤ 新規のさく井工事 

 ⑥ 防蟻工事    など 

 
 

３．補助額 

  補助金の上限額は１００万円です。 

補助額の算定は、補助事業に要した経費（補助対象経費）に基づいて次の計算式に算出し、予算の 

範囲内において補助事業を実施します。 

補助対象経費（消費税相当額を除く） × 別表 2 の補助率 

＝ 補助額（上限額 100 万円）※1,000 円未満切り捨てとなります 

＜別表２＞ 

補助申請者 物件の契約形態 用途 
申請者の住民票

異動 
補助率 

空き家バンク利

用者 

個人 

売買 自己の居住用 
あり 1/2 

なし 1/3 

賃貸 居住用賃貸物件 
あり 1/2 

なし 1/3 

売買・賃貸 宿泊施設 

― 1/3 

法人 売買・賃貸 
居住用賃貸物件 

宿泊施設 

空き家バンク登

録物件所有者 

個人 賃貸 居住用賃貸物件 

宿泊施設 
法人 賃貸 

 

４．申請方法 
  交付申請提出先：大津町役場総合政策課 

 

必要書類を添えてご提出ください。必要書類については、「７．事業の流れ」でご確認ください。 

  なお、申請書類は、役場総合政策課で配付するほか、大津町ホームページからダウンロードできます。  

 

５．情報の公開 

補助金を受けて改修された空き家については、事業の周知や啓発活動の一環として、個人情報な  

どを除き、広報紙やホームページ等に掲載することがあります。 
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６．変更について 
  申請した時の事業内容から変更が発生する場合は、事前に変更申請を行い、町の変更交付決定が必

要となります。町からの変更交付決定後に、変更部分の改修着手（材料購入を含む。）が可能となりま

す。 

  ただし、事業内容は変わらず補助対象経費のみ変更が生じた場合、対象経費の 10 分の 3 を超えな

い額の変更であれば、変更申請は不要となります。 

  ※補助金は予算の範囲内で交付されるものであり、変更交付申請の要否に関わらず、補助金の増 

額を確約するものではありません。 

 
申請時 変更後 変更申請の要否 

〈例１〉 事業：お風呂の改修 事業：トイレの改修 

必要 

内容変更のため、 

金額に関わらず。 

〈例２〉 事業：和室二室の畳張替え 事業：和室二室を洋間へ変更 

必要 

内容変更のため、 

金額に関わらず。 

〈例３〉 
事業：屋根の改修 

対象経費：150 万円（税抜） 

事業：屋根の改修 

対象経費：195 万円（税抜） 

必要 

内容の変更はない

が、対象経費の 10

分の 3 以上の変更及

び補助金額に変更が

生じるため。 

〈例４〉 

事業：洋室一式の床張替え 

   ほか※内容変更なし 

対象経費：30 万円（税抜） 

変更内容：床材 10 枚 

事業：洋室一室の床の張替え 

ほか※内容変更なし 

対象経費：38 万円（税抜） 

変更内容：床材 20 枚 

不要 

内容の変更は生じ

ず、対象経費の 10

分の 3 を超えない額

の変更となるため。 

〈例５〉 

事業：キッチン交換 

対象経費：120 万円（税抜） 

変更内容：A モデル 

事業：キッチン交換 

対象経費：84 万円（税抜） 

変更内容：B モデル 

不要 

内容の変更は生じず

（キッチンの交換に変

わりはない）、対象経

費の 10 分の 3 を超

えない額の変更とな

るため。 

〈例６〉 

事業：外壁塗装ほか 

対象経費：300 万円（税抜） 

補助金額：100 万円 

事業：外壁塗装ほか 

対象経費：500 万円（税抜） 

補助金額：100 万円 

不要 

事業内容、補助金額

ともに変更が生じな

いため（上限）。 

 変更が生じる場合は、必ず町へご相談ください。 
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７．事業の流れ 

 ①   事 前 相 談   改修工事の内容、事業完了までのスケジュール等の確認 
 

 ②   交付申請書の提出  改修工事を開始する前に「交付申請書（様式第１号）」を提出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③   交付決定通知    交付決定通知が届いたら、工事等の着手が可能です。 
（変更交付申請書提出）  また、事業の途中で、交付決定を受けている事業内容や対象経費に変更
（変更交付決定通知）   が生じる場合には、事前に「変更申請書（様式第 3 号）」の提出が必要 

です。変更交付決定通知が届くまでは、変更対象事業（工事や材料の購 
入など）を中断してください。また、本事業を中止または廃止する場合 
も同様です。 

                     

 

 

 

 

 

№ 必 要 書 類 等 チェック 

① 大津町空き家改修等事業補助金交付申請書（様式第１号） ☐ 

② 収支予算書・事業計画書（別紙１） ☐ 

③ 同意書（別紙２） □ 

④ 
確認書（別紙３） 

※改修後の空き家の居住者が、県外からの移住の場合のみ 
☐ 

⑤ 見積書等の写し（改修工事費の根拠となる書類） ☐ 

⑥ 
工事明細書、設計図等（改修工事の詳細がわかる書類） 

※間取り図に手書きしたものなどでも可 
☐ 

⑦ 改修工事着手前の写真 ☐ 

⑧ 改修する空き家の売買（賃貸）契約書の写し ☐ 

⑨ 
町税等の未納がないことの証明書（発行されて 3 か月以内のもの） 

※申請者の所在地が町外の場合は、現所在地のものを提出 
☐ 

№ 必 要 書 類 チェック 

① 大津町空き家改修等事業補助金変更申請書（様式第 3 号） ☐ 

② 変更内容が確認できる書類（図面等）の写し ☐ 

③ 見積書または改修工事に係る契約書の写し ☐ 

④ その他必要に応じて変更内容を説明できる書類 ☐ 

 

交付申請内容を審査し、その結果を「交付決定通知書（様式第 2 号）」にてお
知らせします。 
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 ④   完 了 報 告   工事等が完了したら、必要書類を添付して「実績報告書（様式第 5 号）」 

を提出します。なお、完了した日から 30 日以内または令和 6 年 3 月 15 

日のいずれか早い日までに提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤   補助額の確定   完了報告書の内容を審査し、内容が適当を認められた場合、「補助金額確 

定通知書（様式第６号）」にて補助金額をお知らせします。 

 

 

 ⑥    請求書の提出   補助金額の確定通知が届いたら、「補助金請求書（様式第 7 号）」を提出し 

ます。 

 

 

 ⑦    補助金の支払い  請求書に記載されている口座に補助金を支払います。 

 

 

№ 必 要 書 類 チェック 

① 大津町空き家改修等事業補助金実績報告書（様式第 5 号） ☐ 

② 領収書等（経費の支払額がわかる書類） ☐ 

③ 改修工事完了後の写真 ☐ 
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大津町老朽危険空家等除却促進事業 

補助制度利用の手引き 
 

 

［令和７年度］ 

追加募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

〒８６９－１２９２ 

熊本県菊池郡大津町大字大津１２３３番地 

大津町総務部 総合政策課 

TEL：０９６－２９３－３１１８ 

FAX：０９６－２９３－４８３６ 

MAIL：chiiki@town.ozu.kumamoto.jp 
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１．補助制度の流れ 

①申込み～事前調査 

（１）事前調査の受付 

     事前調査申込書に必要な書類を添えて総合政策課に提出してください。 

     【受付期間】令和７年８月１２日（火）～９月５日（金） 

 

（２）事前調査 

     空き家が補助事業の対象となるか、担当職員が判定基準により判定を行います。  

     あわせて町税の滞納が無いか調査を行います。 

 

（３）事前調査判定通知 

     事前調査の結果を通知します。 

     判定の結果「老朽危険空家等」に該当した場合は、補助金の利用ができます。 

     ただし、予算の範囲を超える「老朽危険空家等」があった場合は、事前調査の結果、 

     点数が高い「老朽危険空家等」から順に補助金の該当とします。 

②解体工事の実施～業者への支払い 

（４）補助金の交付申請 

     事前調査の結果通知を受けた日から１月以内又は町長が定める日までに添付 

     書類とともに補助金交付申請書を提出してください。書類審査後に「補助金交付 

     決定通知書」により通知します。 

 

（５）契約の締結 

     交付決定通知書が届いたら、解体業者と契約を締結してください。 

     ※契約日は、交付決定日以降でなければなりません。 

 

（６）解体工事（着工） 

      空き家の解体工事を行います。添付書類とともに事業着手届を提出してください。 

工事中、しゅん工時に工事写真を撮ってください。 

（７）解体工事（しゅん工） 

      解体工事が終わったら、解体後の状況を現地にて確認してください。 

 

（８）解体工事費の支払い 領収書の受領 

解体工事のしゅん工を確認したら、解体業者に解体工事費の料金を支払い、領収書を 

 受け取ってください（解体業者によっては、前払金又は手付金等が必要な場合があります）。 

③補助金の受領 

（９）実績報告書・補助金交付確定通知・請求書の提出・受領の確認 

      ・しゅん工確認後、実績報告書を総合政策課へ提出してください。 

      ・書類審査後、「補助金交付額確定通知書、請求書等」を郵送します。 

      ・補助金が指定口座に入金されていることを確認してください。 
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２．補助制度の概要 

（1）事業（補助）の対象となる建物 

大津町内に存在する「老朽危険空家等」に該当する建物です。 

「老朽危険空家等」とは、次の①～④の全てに該当する建物が対象です。 

① 空家となっている又は空家となることが見込まれている住宅及び兼用住宅。 

② 建物の構造又は設備が著しく不良であり、住宅の不良度判定基準の評定項目の評定合計が１００

点以上であるもの。 

③ 管理されないまま放置され、倒壊若しくは外装材等の落下又はそれらの危険性並びに近隣及び道

路等に影響を及ぼす恐れがあり、かつ、不良度判定基準の項目に該当する状態であるもの。 

④ 補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの。 

 

（2）補助制度を利用できる方 

補助制度を利用できる方は、次①～③のいずれかに該当する方で、かつ、町税を滞納していない方

です。 

① 老朽危険空家等の所有者 ※法人等を除く 

② 老朽危険空家等の所有者の相続人 

③ ①、②に準ずる者として、町長が特に認める者 

 

■次の①～④に該当する場合、同意書が必要です。 

①建物の所有者又は相続人が複数の場合・・・名義人又は相続人全員の同意書 

②敷地の所有者又は相続人が複数の場合・・・名義人又は相続人全員の同意書 

③建物の所有者と敷地の所有者が異なる場合・・・建物の所有者又は敷地の所有者の同意書 

④建物に所有権以外の権利がある場合・・・当該権利者の同意書 

※事前調査のお申込み時には同意書の提出をお願いします。 

 

（３）注意事項 

①補助金を受けるためには、老朽危険空家等と判定される必要があります。 

②補助金交付決定前に、工事の契約締結や解体工事に着工してしまった場合は、補助金を受け 

 ることができません。 

③補助金の支払いは工事完了後となります。また、解体工事費用については、まず申請者が解体業者

へ全額を支払わなければなりません。 

④解体工事については、解体工事業・建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解

体工事業の届出をしている業者が行った工事が対象です。 

⑤建物を解体した土地は固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が増加する可能性があります。 

 

（４）補助対象経費 

①空き家の解体撤去工事に係る経費 

②解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬及び処分費 

③その他、解体撤去工事に係る諸経費等 
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（５）補助金の額 

老朽危険空家等の解体工事費（消費税別）の１０分の８の金額の３分の２の金額（千円未満切り捨て）

で、上限を５０万円とする。 

           

補助対象経費（10 分の 8） 
補助対象経費外 

（10 分の 2） 

消
費
税 

補助金 

（補助対象経費の 3 分の 2） 
自己負担 

（例）解体工事見積り １３２万円（税込） 

             ⇓ 

   補助対象経費＝１２０万円（税抜）×１０分の８＝９６万円 

             ⇓ 

   補助金額＝９６万円×３分の２＝６４万円⇒上限５０万円 

 

３．補助制度の申込み及び申請等の手続きについて 

（１）事前調査申込書の提出 

下記の書類を申込受付期間までに総合政策課へご提出ください。 

【提出書類】 

①事前調査申込書（様式第２号） 

②位置図（付近見取図）※任意様式 住宅地図の写し等で可。 

③老朽危険空家等の現況写真 

④町税等納付状況確認同意書（様式第３号） 

⑤老朽危険空家等の所有者又は相続人が複数の場合は、老朽危険空家等除却工事施工同意書（様

式第４号。以下「同意書」という。） 

⑥老朽危険空家等が所在する敷地の所有者又は相続人が複数の場合は、同意書。 

⑦老朽危険空家等の所有者と老朽危険空家等が所在する敷地の所有者が異なる場合は、同意書。 

⑧老朽危険空家等に所有権以外の権利がある場合は、当該権利者の同意書 

⑨委任状（申請者から委任を受けた方が申込みされる場合）（様式第５号） 

⑩事前調査の申し込み時において対象建物が現に使用されている場合は、当該対象建物が今後確実 

 に空家等になることが見込まれている理由を疎明する書類 

⑪老朽危険空家等及び老朽危険空家等が所在する敷地の登記事項証明書 

⑫申請者が老朽危険空家等の登記名義人と異なる場合は、申請者が「（２）補助制度を利用できる方 

①又は②」に該当することを疎明する書類 

⑬その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

工事請負金額（契約金額） 
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【申込受付期間】 

    令和７年８月１２日（火）～９月５日（金） 

    受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（ただし、土、日、祝日を除く） 

           ※郵送の場合は、９月５日（金）必着分まで 

    ※申込み後、何らかの理由で辞退される場合は、総合政策課までご連絡ください。 

 

（２）事前調査 

受け付けした順番で、担当職員が本事業要綱に定められた住宅の不良度判定基準により、補助事

業の対象となるか、現地調査（外観目視の調査）を行います。 

あわせて、申込者に町税の滞納が無いかなど必要な調査を行います。 

事前調査の結果、「老朽危険空家等」に該当されなかった場合は、補助制度を利用することはできま

せん。 

 

（３）事前調査判定通知 

事前調査の結果を郵送にて通知します。 

判定の結果「老朽危険空家等」に該当した場合は、補助金交付申請をすることができます。 

ただし、予算の範囲を超える「老朽危険空家等」があった場合は、事前調査の結果、点数が高い「老

朽危険空家等」から順に補助金の該当とします。 

 

（４）補助金の交付申請 

町の補助を受けるためには、通知を受けた日から１月以内又は町長が定める日までに『補助金交付

申請書（様式第７号）』を総合政策課へ提出してください。期日までに申請書の提出が無い場合は、無

効となり補助金を受けられなくなる場合があります。 

申請書の提出後、補助の要件を確認し、補助金の交付を決定したときは、「補助金交付決定通知書」

を郵送します。交付決定前に、解体工事に係る契約を締結し、工事に着手することはできませんので、

ご注意ください。 

なお、補助金の手続きは多くの書類が必要となります。 

解体工事関係の書類作成も必要ですので、書類作成や前後及び途中の工事写真撮影など、工事と

一緒に解体業者へ依頼されることをお勧めします。 

 

【補助金交付申請に必要な書類】 

■補助金交付申請書（様式第７号） 

（添付書類） 

①事業計画書（様式第８号） 

②建物の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類 

③敷地の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類（老朽危険空家等の所有者と敷地の所有者

が異なる場合であって、申請者が敷地の所有者又はその所有者の相続人である場合に限る。） 

④解体業者の見積書の写し（内訳が記載されたものに限る。） 

⑤解体業者、解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可書又は解体工事業の届出書の写し 
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 （※解体費が税込 500 万円未満の場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による 

解体工事業の登録を疎明する書類でもよい） 

⑥平面図等、老朽危険空家等の延べ面積が確認できるもの 

⑦戸籍謄本等の写し（申請者が老朽危険空家等の所有者の相続人又は老朽危険空家等が所在する

敷地の所有者の相続人である場合に限る。） 

⑧その他町長が必要と認める書類 

 

（５）契約の締結 

 補助金交付決定通知書が届きましたら、解体業者と契約を締結してください。 

 

（６）解体工事の着工 

 解体工事については、補助金の交付決定を受けてから当該年度の１月末（令和８年１月末）までに完

了しなければなりません。 

 契約の締結後が、速やかに「事業着手届（様式第１０号）」を提出し、工事に着手してください。 

 また、工事中は作業状況が確認できる写真を撮影してください。 

 なお、工事期間等の変更や中止をする時は事前に総合政策課へ届け出が必要です。 

 

（７）解体工事の完了 

 解体工事が終わったら、必ずご自身で解体後の現地確認を行ってください。 

 また、解体工事費については、まず申請者が業者へ全額支払ってください。 

 解体費用を支払い、領収書を受領されましたら、総合政策課へ「実績報告書（様式第１３号）」を提出

してください。 

■実績報告書に添付する書類 

①請求内訳書（工事実績内訳書）の写し 

②領収書の写し 

③工事写真（施工状況及び完了） 

④産業廃棄物管理票（マニフェスト）E 票の写し 

⑤その他町長が必要と認める書類 

 

４．補助金の請求方法 

 提出された実績報告書により、書類の確認及び現地検査が完了しましたら、「補助金交付確定通知

書」を郵送します。 

 補助金交付確定通知後、「請求書（様式第１５号）」を総合政策課へご提出ください。 

 支払い手続き後に補助金が指定の銀行口座に振り込まれますので補助金が入金されていることを確

認してください。 

 

５．書類の保存 

 補助金に関する書類については、補助事業を受けられた年度の翌年度から５年間は保存してくださ

い。 
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　 ＜申請者氏名＞   

事前調査の申請に必要な書類 チェ ッ ク 欄 備　 考

〇 事前調査申込書（ 様式第2号）

〇 位置図（ 付近見取図）

〇 老朽危険空家等の現況写真

〇 町税等納付状況確認同意書（ 様式第3号）

△
老朽危険空家等除却工事施工同意書（ 様式第4号）
※老朽危険空家等の所有者又は相続人が複数の場合

△
同意書
（ ※老朽危険空家等が所在する敷地の所有者又は相続人が複数の場合）

△
同意書
（ ※当該空家等の所有者と 当該空家等が所在する敷地の所有者が異なる場合）

△
当該権利者の同意書
※老朽危険空家等に所有権以外の権利がある場合

△
委任状（ 様式第5号）
※申請者から 委任を受けた者が申請を行う 場合に限る。

△ 当該対象建物が今後確実に空家等になるこ と が見込まれる理由を疎明する書類

〇 老朽危険空家等及び老朽危険空家等が所在する敷地の登記事項証明書

△
申請者が老朽危険空家等の登記名義人と 異なる場合は、 申請者が第４ 条１ 項（ 空き 家
等の所有者又はその相続人） に該当するこ と を疎明する書類

その他町長が必要と 認める書類

補助金交付申請に必要な書類 チェ ッ ク 欄 備　 考

〇 補助金交付申請書（ 様式第7号）

〇 事業計画書（ 様式第8号）

〇 建物の登記事項証明書又は所有者を確認でき る書類

〇 敷地の登記事項証明書又は所有者を確認でき る書類

〇 解体業者の見積書（ 内訳が記載さ れたも のに限る）

〇

解体業者、 解体工事業、 建築工事業若し く は土木工事業の許可書又は解体工事業の届
出書の写し
解体費が500万円未満（ 税込） であれば、 建設リ サイ ク ル法による解体工事業の登録
を疎明する書類でも よい

〇 平面図等、 老朽危険空家等の延べ面積が確認できるも の

△ 戸籍謄本等の写し

その他町長が必要と 認める書類

実績報告書に添付する書類 チェ ッ ク 欄 備　 考

〇 請求内訳書（ 工事実績内訳書） の写し

〇 領収書の写し

〇 工事写真（ 施工状況及び完了）

〇 産業廃棄物管理票（ マニフ ェ スト ） E票の写し

その他町長が必要と 認める書類

〇＝必ず必要、 △＝提出が必要な場合のみ提出

大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金　 提出書類チェ ッ ク シート

17



外観目視による空家不良度判定マニュ アル  

  

本マニュ アルは、 大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱第２ 条第１ 号

に規定する、「 住宅の不良度判定基準に掲げる評定」 の判断基準と なるも のである。   

※本マニュ アルは国土交通省によ る「 外観目視によ る  住宅の不良度判定の手引き ( 案) 」

を 一部参考（ 写真引用含む） に作成し ている 。  

 

 

１  構造一般の程度  

基 

礎 

 

( 1)  

10

点 

構造耐力上主要な部分である 基

礎が玉石である も の。  

 

 

 

( 2)  

20

点 

構造耐力上主要な部分である 基礎

がないも の。   

 

 

 

外

壁  

25

点 

外壁の構造が粗悪なも の 

 

外壁については、 パネル壁材（ サ

イ ディ ン グボード ） 張、 モルタ ル

塗り 、 下見板張、 羽目板張など、

通常使用さ れている外壁材料及び

構造と 比較し て、 外壁と し て当然

備えていなければなら ない耐力、

耐久力、 各種（ 熱、 光、 音等） の

遮断効果等が著し く 劣る 材料（ 波

ト タ ン など） 又は構造のも のを

「 仮設的なも の」 と 考え、 評定す

る 。  

 

 

  

 

 

  

基礎が玉石の例 

 

基礎がない例 

羽目板張り の例 
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別冊６

令和７年７月３０日作成



２  構造の腐朽又は破損の程度  

基
礎
・
土
台
・
柱
・
は
り  

( 1)  

25

点 

柱が傾斜し ている も の、 土台又は

柱が腐朽し 、 又は破損し ている も

の  

( 2)  

50

点 

基礎に不同沈下のある も の、 柱の

傾斜が著し いも の、 はり が腐朽

し 、 又は破損し ている も の、 土台

又は柱の数ヶ 所に腐朽又は破損が

ある も の 

 

( 3)  

100

点 

基礎、 土台、 柱又ははり の腐朽、

破損又は変形が著し く 崩壊の危険

があるも の 

 

柱、 梁の破損や変形が著し く 崩壊の危険がある例 

  

  

     

一部の柱が傾斜し ている例 

柱の数箇所に破損がある例 

柱の変形が著し く 崩壊の危険がある例 
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外
壁 

( 1)  

15

点 

外壁の仕上材料の剥落、 腐朽又は

破損によ り 、 下地の露出し ている

も の 

  

( 2)  

25

点 

外壁の仕上材料の剥落、 腐朽又は

破損によ り 、 著し く 下地の露出し

ている も の又は壁体を 貫通する穴

を 生じ ている も の 

 

外壁の仕上材の一部がはがれ、 下地が露出し て

いる例 

外壁が剥落し 、 著し く 下地が露出すると と も

に、 壁体を貫通する穴が生じ ている例 
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屋
根 

( 1)  

15

点 

屋根ぶき 材料の一部に剥落又はず

れがあり 、 雨も り のあるも の 

 

( 2)  

25

点 

屋根ぶき 材料に著し い剥落がある

も の、 軒の裏板、 たる 木等が腐朽

し たも の又は軒のたれ下がっ たも

の 

 

( 3)  

50

点 

屋根が著し く 変形し たも の 

 

 

 屋根が著し く 変形し ている例 

瓦の一部に剥離と ズレがあり 、 雨漏り がある例 

アスフ ァ ルト 屋根等の一部にズレがあり 、 雨漏

り のある例 

軒の裏板、 たる木等が腐朽し 、 軒に垂れ下がっ

ている例 
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３  防火上又は避難上の構造の程度 

外
壁 

( 1)  

10

点 

延焼のおそれのある外壁がある も

の 

「 延焼のおそれのある 外壁」 につ

いては、 当該外壁が隣地境界線等

から どの程度離れている か（ 図

1） など の「 延焼のおそれのある

部分」 と 、 こ れに該当する 外壁

で、 その部分の仕上げ材料が燃え

にく いも のになっ ている かなど、

「 仕上げ材料」 の２ つの要素が判

断対象と なる 。  

延焼のおそれのある外壁と し て

は、 例えば、「 裸木造」「 硬質塩化

ビ ニール波板」 などが該当する 。  

  

 

 

( 2)  

20

点 

延焼のおそれのある外壁の壁面数

が３ 以上ある も の 

 

屋
根 

10

点 

屋根が可燃性材料でふかれている

も の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁が裸木造の例 

屋根材がワラ の例 
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４  排水設備 

雨
水 

10

点 

雨樋がないも の  

 

 

 

雨樋が壊れており 、 機能的には雨樋はないと 同

様の例 
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▼問い合わせ 役場総合政策課 ☎096（293）3118
町ホームページでも空き家バンクの登録と利用の流れの詳細を確認できます。

このお知らせは、空き家を所有していない人や適正に管理されている人にも啓発のために送付しています。
ご理解とご協力をお願いします。

空き家を適正に管理しましょう

「空き家バンク」があなたの空き家活用のお手伝いをします！

空き家バンク制度とは

空き家を「売りたい」、「貸したい」人と
「買いたい」、「借りたい」人との橋渡しを行います。
町と協定している熊本県宅地建物取引業協会や全日本
不動産協会が、物件の仲介や交渉・契約しますので、
安心してご活用ください。

空き家を売りませんか？
貸しませんか？

空家の管理は難しいなぁ・・・何かいい方法はないの？

空き家を放置すると―
▼台風や地震などで、空き家の瓦や外壁が落下して、近隣家屋が壊れたり、

通行人が怪我をしたりした場合は、所有者に損害賠償責任があります。
▼誰も住んでいないと、敷地内にゴミを不法投棄され、そのゴミから悪臭

や害虫が発生して、近隣住民とのトラブルにもなりかねません。

空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責
任があります。空き家を適切に管理しないと、建物の劣化は早く進み、気
づいた時には近隣に大変な迷惑が掛かってしまった…ということにもなり
かねません。空き家の定期的な点検を行うなどして、適切な状態を維持す
るようお願いします。

管理する責任と建物を維持するには―

定期的な建物の確認と適正な管理を―

▼屋根・外壁・窓などが破損している場合は、速やかに修繕しましょう。
▼定期的に立ち木の伐採や雑草の除草を行いましょう。
▼土地や建物の相続が発生した時は、速やかに登記の手続きを行いましょう。

相談お待ちしています！
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空き家バンク啓発封筒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
空き家を適正に管理しましょう（広報記事 令和７年８月号） 
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大津町ホームページでの情報発信 
大津町空き家バンク制度ホームページ（一部抜粋） 
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大津町老朽危険空家等除却促進事業ホームページ（一部抜粋） 
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空き家の適正管理に関するホームページ 
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